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第１章 基本的な考え方                   
 
１ 基本方針策定の背景                       
  

(1) 基本方針策定の趣旨 
 
道では、平成１２年（２０００年）１２月に施行された「人権教育及び人権啓発の推

進に関する法律（人権教育・啓発推進法）」の趣旨を踏まえ、本道の実情に即した人権

教育・人権啓発に関する施策を推進するため、平成１５年（２００３年）３月に「北海

道人権施策推進基本方針」を策定しました。 

その後、令和３年（２０２１年）７月の改定（第２次）を経て、この基本方針に基づ

き、道民一人一人が互いの個性や人格を尊重しながら、助け合い、支え合って暮らして

いくことができる地域社会づくりに向け、家庭、学校、地域社会、企業などあらゆる場

を通じた人権教育・啓発に取り組んできましたが、それぞれの分野における法制度や施

策に進展は見られるものの、依然として女性、こども、高齢者、障がいのある人に対す

る暴力や虐待が発生しているほか、アイヌの人たちや外国人、性的マイノリティの人た

ちなど様々な人への人権侵害が問題となっています。 

前回の基本方針改定から５年が経過しようとしている現在、ソーシャルネットワーキ

ングサービス（ＳＮＳ）等のインターネットを介した誹謗中傷等の人権侵害が深刻化し、

また、国においては、平成１４年（２００２年）の「第１次人権教育・啓発に関する基

本計画（以下「第１次基本計画」という。）」策定以降、２３年ぶりに第２次計画を令

和７年（２０２５年）６月に策定したことなども踏まえ、この度、基本方針を改定する

こととしたものです。 

引き続きこの基本方針に基づき、人権が尊重される地域社会づくりに取り組んでいき

ます。 

 

(2) 国際的な潮流 
 
２０世紀に人類が体験した二度にわたる悲惨な大戦への反省から、国際平和の実現に

は人権尊重社会の実現が不可欠であるとの国際的な認識が高まり、そのための推進機関

として、昭和２０年（１９４５年）に国際連合（国連）が設立されました。 

昭和２３年（１９４８年）の第３回国連総会では、「すべての人間は、生まれながら

にして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とする「世界人権宣言」

が採択され、この人権宣言の精神を実現するため、「国際人権規約」、「あらゆる形態

の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」、「女子に対するあらゆる

形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」など、これまで数多くの人権保

障条約が採択されたほか、「国際婦人年」、「国際児童年」、「世界の先住民の国際年」

といったテーマ別の国際年を定めるなど、人権の尊重とあらゆる差別の撤廃に向けて、

様々な取組を行ってきました。 

このような取組にもかかわらず、世界各地において人種や民族、宗教等の違いを理由
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とした地域紛争が発生し、飢餓や難民問題、テロ等の深刻な人権問題が後を絶たなかっ

たことから、「国際連合憲章」や「世界人権宣言」に掲げられた人権の尊重と遵守とい

う理念の実現に向けて、各国が行動することを目的に、平成５年（１９９３年）にウイ

ーンで「世界人権会議」が開催されました。 

この会議では国連が今後進めるべき課題として、女性やこども、少数者、先住民等の

社会的弱者に対する人権対策の強化や人権教育の重視と普及、国連の人権への取組を強

化するため、人権問題を総合的に調整する人権高等弁務官の創設などが合意されました。 

このような経過を経て、国連では平成７年（１９９５年）から１０年間を｢人権教育

のための国連１０年｣と定め、人権という普遍的文化の構築を目指し、すべての政府に

人権教育に積極的に取り組むよう、行動計画を提起しましたが、「人権教育のための国

連１０年」終了後も、人権教育は必要であるとの認識から、平成１７年（２００５年）

からは「人権教育のための世界計画」を定め、終了期限を設けずに５年毎のフェーズ及

び行動計画を策定することとなりました。 

平成１９年（２００７年）には、政治、経済、文化、その他の広範な分野にわたって

先住民族や個人の権利と自由について規定した「先住民族の権利に関する国連宣言」が

採択されました。 

その後、平成２３年（２０１１年）には、世界中の全ての人が人権教育・人権研修を

享受する権利をもつこと、国や公共団体等はそのための諸条件を整備する義務を負うべ

きことなどを宣言した「人権教育及び研修に関する国連宣言」が採択されました。 

また、国際的な巨大企業の出現等に伴って、企業活動が社会や人権に与える影響につ

いての関心が高まり、企業における人権の尊重を求める動きが広がる中、人権を保護す

る義務は国家にあることを再確認した上で、企業も人権を尊重する「責任」があるとし

て、国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で支持さ

れました。 

平成２７年（２０１５年）には、１７の大きな目標と、それらを達成するための具体

的な１６９のターゲットで構成される「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を採択し、

各国において具体的な取組を進めています。大きな目標には、「ジェンダー平等を実現

しよう」、「人や国の不平等をなくそう」といった、人権に関わる目標も設定されてい

ます。 

 

(3) 国内の動向 
 
我が国では、昭和２２年（１９４７年）に「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平

和主義」を三大理念とする「日本国憲法」が施行され、その後「労働基準法」や「教育

基本法」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男

女雇用機会均等法）」等人権に係る法律や諸規定の整備とともに、人権擁護のための各

種施策が実施されてきました。 

また、「国際人権規約」をはじめとする関連条約を批准するとともに、平成７年（１

９９５年）１２月、内閣に｢人権教育のための国連１０年推進本部｣を設置し、平成９年

（１９９７年）７月には国内行動計画の策定、公表を行いました。 

この行動計画では、人権教育は国際社会が協力して進めるべき基本的課題であるとし



  

3 

 

て、人権の重要性が広く理解され、人権という普遍的文化が構築されることを目指し、

家庭、学校、地域社会、企業などあらゆる場を通じて人権教育を積極的に行うこと、ま

た、女性、こども、高齢者、障がいのある人等の人権に係る重要課題に積極的に取り組

むこと、そして、地方公共団体や公的団体、民間団体等がそれぞれの分野で、この計画

の趣旨を踏まえ、様々な取組を展開していくことを呼びかけています。 

このような国の動きを受け、地方公共団体としても、地域の実情に応じた行動計画を

策定するなど、人権教育・啓発をはじめ人権施策の総合的な推進に努めてきました。 

平成９年（１９９７年）３月には「人権擁護施策推進法」が施行され、人権教育・啓

発施策の推進が国の責務であることが明記されました。 

また、平成１２年（２０００年）１２月には「人権教育・啓発推進法」が施行され、

人権教育と人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成１４年

（２００２年）３月に「人権教育・啓発に関する基本計画（第１次基本計画）」が策定

されました。 

その後、平成１８年（２００６年）４月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」、平成２４年（２０１２年）１０月に

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止

法）」、平成２５年（２０１３年）９月に「いじめ防止対策推進法」、平成２６年（２

０１４年）１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」、平成２８年（２０１６年）

４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」、同

年６月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の促進に関する

法律（ヘイトスピーチ解消法）」、令和元年（２０１９年）５月に「アイヌの人々の誇

りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（アイヌ施策推進法）」、

令和４年（２０２２年）５月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難

女性支援法）」、令和５年（２０２３年）４月に「こども基本法」、同年６月に「性的

指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法

律（ＬＧＢＴ理解増進法）」、令和７年（２０２５年）４月には、「特定電気通信によ

る情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（情報流通プラットフ

ォーム対処法）」が施行されるなど、個別の人権課題に対する法整備が進められていま

す。 

この間、我が国の人権教育・啓発施策は、「第１次基本計画」に沿って進められてき

ましたが、様々な人権課題に関連してインターネットによる人権侵害が深刻化している

など、昨今の社会経済情勢の変化に対応するため、国は、令和７年（２０２５年）６月

に「人権教育・啓発に関する基本計画（第２次）」を策定し、各種人権課題の解決に向

け、人権教育・啓発の推進について、地方公共団体や公益法人、民間団体、企業等と連

携・協力し進めていくこととしています。 

 

(4) 北海道における取組 
 
道では、過去の松前藩がとった場所請負制度やその後の同化政策など、和人の側の接

触のあり方に起因するアイヌの人たちへの差別や偏見の問題、女性やこども、高齢者や

障がいのある人等の人権上の重要課題について、関係部局を中心に国や市町村、関係団
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体と連携を図り、権利擁護などの施策に取り組んできました。その後、配偶者やパート

ナーからの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）や児童虐待等の課題

が生じるなど、人権問題を取り巻く状況が複雑・多様化してきたことから、平成１２年

（２０００年）に知事部局や教育庁、警察本部の企画担当や人権関連施策担当で構成す

る「人権施策推進ワーキンググループ」を設置し、効果的な施策の推進や組織体制など

について検討を進めるとともに、平成１４年（２００２年）４月には課長相当職で構成

する「北海道人権施策推進会議」を設置するなど、庁内推進体制の整備に努めてきまし

た。 

また、道が取り組むべき課題や人権施策の基本方向について広く道民の意見を集める

ため、平成１３年（２００１年）８月に学識経験者等で構成する「北海道人権施策推進

懇話会」を設置し、各委員がそれぞれ関わりの深い専門分野の経験や知識の下で、北海

道に期待する人権施策について議論を重ね、その結果を提言書に取りまとめ、知事に提

出いただきました。 

道では、この提言を受け、道民一人一人が互いの個性や人格を尊重し合い、真に人権

が尊重される北海道づくりに取り組むため、平成１５年（２００３年）３月に「北海道

人権施策推進基本方針」を策定しました。 

また、道民の人権意識の醸成と高揚を図るとともに、人権尊重の視点に立った施策を

総合的かつ効果的に推進するため、知事を本部長とする「北海道人権施策推進本部」を

平成１６年（２００４年）２月に設置しました。 

平成１８年（２００６年）には、「人権に関する宣言～あらゆる人の人権が尊重され

る北海道をめざして」を発表し、知事から道民に対し、人権尊重の理念やあらゆる人の

人権が尊重される社会の実現に向け施策を推進することを宣言しました。 

その後、人権を取り巻く状況の変化、社会経済情勢を踏まえ、令和３年（２０２１年）

７月に基本方針を改定（第２次）しました。 

また、各分野の個別計画において近年では、国内における取組を踏まえ、平成２９年

（２０１７年）１２月に「北海道グローバル戦略」、平成３０年（２０１８年）３月に

「第３次北海道男女平等参画基本計画」、平成３１年（２０１９年）３月に「外国人材

の受入拡大・共生に向けた対応方向」、令和３年（２０２１年）３月に「北海道アイヌ

政策推進方策」、令和６年（２０２４年）３月に「北海道困難な問題を抱える女性への

支援等に関する基本計画」、「第９期北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計

画」、「第１期ほっかいどう障がい福祉プラン」、「北海道感染症予防計画」、令和７

年（２０２５年）３月に「北海道こども計画」等の計画を策定し、人権施策を推進して

います。 

 

 

２ 人権施策の基本理念                       
 

国際化、情報化、少子・高齢化の進展や社会の成熟化に伴い、個人と個人の関わりや

コミュニティとの関わり、こどもたちを取り巻く環境も大きく変化しています。 

「人権の世紀」といわれる２１世紀を迎え、人々が世代や性別、民族や文化・習慣と

いった違いを越えて、お互いの個性を尊重し、認め合う、思いやりに満ちた、平和な地
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域社会を創造していくことが切実な願いとなっています。 

基本的人権の尊重は、「日本国憲法」の最も重要な理念の一つであり、個人の尊重（第

１３条）と法の下の平等原則（第１４条）は、いつの時代においても最大限尊重されな

ければならない人類共通の普遍的理念です。日本国憲法が制定されて８０年が経とうと

しており、この間、国内外においては人権を尊重するための様々な取組が行われてきま

した。 

しかしながら、女性やこども、高齢者といった弱い立場にある人に対する暴力や虐待、

アイヌの人たち、外国人、性的マイノリティの人たち等、様々な人たちに向けられる差

別や偏見、誹謗中傷など人権を蔑ろにする行為は後を絶ちません。 

こうした問題の解消を目指し、道民一人一人が互いの個性や人格、多様性を尊重しな

がら、助け合い、支え合って暮らしていくことができる地域社会を実現するため、次の

３つの視点に基づき、人権に関わる取組を総合的に推進します。 

 

(1) 人権を基本に据えた道政の推進 
 
道が重点的に取り組むべき課題や施策の展開方向など、道政における人権関連施策の

位置づけを明らかにするとともに、人権行政に携わる職員一人一人の意識の高揚を図る

など、人権を基本に据えた道政を推進します。 

 

(2) 道の施策への反映と市町村等との連携 
 
人権尊重という基本理念を、道が策定又は改定する計画やプランに反映させるととも

に、市町村や民間団体・企業等との協力・連携を深め、人権が尊重される地域社会の実

現を図ります。 

 

(3) あらゆる場における人権教育・啓発の推進 
 
道民が互いの個性や人格、多様性を尊重しながら共に生きる地域社会の実現に向け、

道民一人一人が人権に関する知識を確実に身に付け、人権問題を自分自身の問題として

とらえる感性や人権への配慮が自らの態度や他人への接し方に現れるような人権意識

を育むことができるよう、家庭、学校、地域社会、企業などあらゆる場を通じて、人権

教育・啓発を推進します。 

 

 

３ 基本方針の性格                         
 

この基本方針は、本道における人権施策に関する諸計画が準拠すべき基本指針として、

今後の道政における人権施策の基本的な考え方を示し、人権施策の効果的かつ効率的な

実現を図るとともに、道民をはじめ、市町村、企業やＮＰＯなどの民間団体に対して、

道の施策の展開方向を明らかにし、様々な主体の参画と協働の下に、人権施策の推進を

図るためのものです。 

また、「人権教育・啓発推進法」第５条に基づき、本道の今後の人権施策の基本的な
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方向を明らかにし、地方公共団体の責務を表すものであるとともに、ＳＤＧｓの趣旨に

対応するものです。 

道はこの基本方針に沿って、人権教育・啓発を積極的に推進するとともに、基本方

針の趣旨を市町村等に周知し、各種施策について具体的な取組が着実になされること

を期待します。  
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第２章 分野別施策の推進                 
 

人権課題の解決に向けては、この基本方針で示す考え方に沿って、各分野の個別計画

に基づいて各般の施策をより効果的に進めます。 

また、いくつもの人権課題が重なり合うことで、困難を抱える人がさらに追い込まれ

てしまう複合的な人権の問題もあることから、各分野における施策を推進する際は、こ

うした状況に留意する必要があります。 

 

1 各分野に横断的な人権課題（インターネットによる人権侵害）   
 

【現状】 
 
インターネットは、その普及とともに様々な分野にサービスが浸透し、日常生活の利

便性向上にとって欠くことのできないツールとして存在しています。 

近年は、スマートフォン、携帯ゲーム機、テレビなどの様々な機器を通じてインター

ネットを利用することができ、これまで以上に他者との活発な交流が可能となっていま

す。 

とりわけ、情報の拡散力が圧倒的に高いＳＮＳ等の登場により、手軽に情報を収集・

発信できるようになりましたが、一方で、誹謗中傷、プライバシーの侵害、事実と異な

る偽の情報（デマ）の拡散、差別を助長する表現の掲載など人権に関わる様々な問題が

深刻化しています。 

また、ＳＮＳに起因するこども同士のいじめのほか、未成年者がインターネットを通

じた誘い出しにより性的被害や暴力行為に遭うなど犯罪に巻き込まれる事例も発生し

ています。 

令和７年（２０２５年）に道が実施した「道民意識調査」において、人権や差別問題

について関心があることとして複数回答で尋ねた結果、「インターネットによる人権問

題」と回答した方は４８．０％であり、「こども（学校でのいじめや虐待など）」の５

９．８％に次いで高い関心が示されました。 

また、インターネットに関し、体験したことや身の回りで見聞きしたことで人権問題

だと思ったことについて複数回答で尋ねた結果、６割以上（６５．２％）が「他人を誹

謗中傷する情報が掲載されること」と回答しており、多くの道民がインターネット上で

の誹謗中傷に接している状況がうかがえます。 

なお、内閣府が令和４年（２０２２年）に全国で実施した「人権擁護に関する世論調

査」における同様の設問でも６割以上（６７．７％）が「他人を誹謗中傷する情報が掲

載されること」と回答しています。 

さらに、法務省がまとめた「令和６年（２０２４年）における人権侵犯事件の状況」

によると、新規に救済手続きを開始した全国のインターネット上の人権侵犯事件数は、 

１，７０７件で、全体の２割を占める高い割合となっており、この傾向は令和３年から

続いています。 
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【これまでの取組】 
 
国においては、平成１４年（２００２年）５月に施行した「特定電気通信役務提供者

の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」

において、インターネットでの情報の流通によって人権侵害が発生した場合のプロバイ

ダ等の責任範囲や、発信者情報の開示を請求する権利を定めました。 

プロバイダ業界では、法の制定を受け、削除要請を受けた場合の対応や判断基準を明

確化した「プロバイダ責任制限法名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン」や発信者

情報開示請求の手続や判断基準などをまとめた「発信者情報開示関係ガイドライン」を

定めるなどの取組が行われています。 

青少年に対する取組としては、平成２１年（２００９年）４月に「青少年が安全に安

心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（青少年インターネット

環境整備法）」が施行され、インターネット関係事業者にフィルタリングの提供を義務

化するなどの対策が行われています。 

また、平成２５年（２０１３年）９月に施行された「いじめ防止対策推進法」におい

ては、インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進について定められて

います。 

平成２６年（２０１４年）１１月には、いわゆるリベンジポルノ等の被害の発生や拡

大防止を図るため、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律（リベ

ンジポルノ防止法）」が施行されています。 

令和３年（２０２１年）１０月には、より円滑な被害者の救済を図ることを目的とし

て、発信者情報の開示に必要な手続について、新たな裁判手続を創設することなどを内

容とした改正「プロバイダ責任制限法」が施行されましたが、令和７年（２０２５年）

４月、同法を改正した「情報流通プラットフォーム対処法」が施行され、大規模なプラ

ットフォーム事業者に対し、削除要請に係る対応の迅速化や削除基準の策定・公表など

の運用状況の透明化が義務づけされました。 

 

道においても、インターネット上における人権侵害等を防止するためのセミナーの開

催や人権啓発に関するフォーラムなどのイベントの場において、インターネット上の人

権侵害問題などを取り上げた啓発冊子を配布しているほか、我が国における人権尊重思

想の普及高揚を目的とした「人権週間」においてインターネットの適正利用を呼びかけ

ています。 

また、関係機関と情報共有しながら、青少年を対象としたスマートフォンや携帯電話

の安全利用に関する教室、インターネット等の危険性などに関する教員を対象とした研

修会の開催など、インターネット上の人権侵害やトラブルから青少年を守るための取組

を行っています。 

平成３０年（２０１８年）３月には「北海道青少年健全育成条例」を改正し、フィル

タリング有効化措置を希望しない場合は、その理由を記載した書面の提出義務を保護者

に課したほか、令和２年（２０２０年）１月の同条例の改正により、青少年に対し、不

当な手段により、児童ポルノの提供を求める行為を禁止しました。 
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【課題】 
 
インターネットは、その性質上、一旦情報や画像が掲載されると消し去ることは極め

て困難であり、匿名性、情報発信の容易さから、真偽が定かではない情報も多く存在し

ています。 

こうしたことに起因して生じる匿名性を悪用したプライバシーの侵害、誹謗中傷など

の差別を助長する表現や虚偽のニュース等の流布などは、受ける人の尊厳を著しく傷つ

けるとともに、周囲に差別意識を拡大させることになりかねないことから、このような

行為は許されないという認識を広く浸透させることが必要です。 

そのため、道民一人一人が、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解の下に人

権意識をもってインターネットを利用するよう、家庭や学校、地域社会などあらゆる場

を通じた啓発を推進することが必要です。 

また、インターネット上のいじめを未然に防止するためには、情報モラル教育の充実

はもとより、学校、家庭、地域、関係機関が連携して児童生徒がインターネット上のト

ラブルに巻き込まれることがないよう、継続的な取組が求められています。 

表現の自由を侵害することがないように留意しつつも、インターネットに書き込まれ

た人権を侵害するような情報に対しては、国との情報共有や連携した取組により、プラ

ットフォーム事業者への削除要請に速やかに対応することが重要です。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 人権意識を持ったインターネット利用の啓発活動の推進 

・名誉やプライバシーについて正しく理解し、法律を守ることはもちろん、お互いの人

権を尊重し、被害者にも加害者にもならないための「責任ある情報発信」の観点を持った

利用が広がるよう、インターネット上における人権侵害等を防止するセミナーの開催

や、関係機関と連携した啓発を行います。 

 

(2) 情報モラルに関する教育の充実 
 
・児童生徒が、インターネット上の様々な情報の中から、真偽を主体的に判断し、必要

なものを的確に選別・活用できる能力や、適切に行動するための基本となる考え方や

態度を育成する情報モラル教育の充実と保護者への啓発に努めます。 

・インターネット上のいじめや犯罪等のトラブルから児童生徒を守るため、学校、家庭、

地域の関係団体や企業等、地域社会が連携を図り、インターネット等の危険性につい

ての指導やスマートフォン等のフィルタリングの徹底などの取組を推進するほか、ネ

ットパトロールによるインターネット上の児童生徒の不適切な投稿の早期発見、早期

対応の徹底に努めます。 

・教職員が、インターネット上の誤った情報や偏った情報に関する問題や情報化の進展

が社会にもたらす影響について認識し、情報の収集・発信における個人の責任や個人

情報の取扱いなどについて理解を深めるための研修の充実を図ります。 
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(3) 安全安心なインターネット利用の促進 
 
・北海道青少年健全育成条例に基づき、加害行為の抑制と自画撮り被害の未然防止に努

めるとともに、関係機関と連携し、インターネット上の人権侵害やトラブルから児童

生徒を守るための取組を行います。 

・家庭においても、保護者の役割として、こどもをインターネット上の有害情報から守

るために、フィルタリング利用の促進や家庭内でのインターネット利用のルールづく

りを行う重要性について啓発を行います。 

・ホームページ等により、インターネット上の人権侵害問題に関する相談窓口等の情報

をわかりやすく発信するほか、インターネット上での人権を侵害する書き込みなどに

関する相談があった場合には、法務局等の関係機関と連携、協力し、プラットフォー

ム事業者への削除要請など適切な対応に努めます。 

 

 

２ 女性                            
 

【現状】 
 
出生率の低下などによる人口減少社会の本格化や未婚・単独世帯の増加による人口構

成・世帯構成の変化が見込まれる中、豊かで活力ある社会を実現するためには、女性が

その能力を十分に発揮して社会のあらゆる分野に参画する機会を確保する必要があり

ますが、公的な附属機関の委員や企業・団体等の役職への女性の登用が遅れているとい

った問題のほか、職場での差別的な処遇などの問題や、家事や育児、介護に係る女性の

負担が大きいなど、様々な面で男女平等参画が進んでいない現状にあります。 

こうした男女平等参画社会の形成における阻害要因として、長い時間をかけて形づく

られてきた固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

があげられます。このような状況意識は時代とともに変わりつつあるものの、いまだ根

強く残っており、性別にかかわらず主体的に生きるための多様な選択や、能力を発揮し

ていく上での妨げになっています。 

また、職場や学校におけるセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、ＤＶ、ストー

カー行為のほか、性犯罪・性暴力や売買春といった人権侵害も大きな社会問題となって

います。 

 

【これまでの取組】 
 
国においては、昭和６０年（１９８５年）６月に「女子差別撤廃条約」を批准するな

ど、男女平等の実現に向けて、国内法の整備や組織機構の改革などの環境整備を進めて

きました。 

平成１１年（１９９９年）６月には「男女共同参画社会基本法」を制定するとともに、

平成１２年（２０００年）１２月に「男女共同参画基本計画」を策定し、現在は、第５

次計画に基づき女性の活躍や安全・安心な暮らしの実現に向けた取組を進めています。 

さらに、令和７年（２０２５年）６月には、男女共同参画の現状では、意思決定過程



  

11 

 

への女性の参画、女性の経済的自立等になお一層の努力が必要であることから、「独立

行政法人男女共同参画機構法」が成立し、国の実施体制を強化することとなりました。 

また、女性の雇用条件の改善や各種ハラスメントの防止に向けた法改正が行われてい

るほか、我が国の持続的成長を実現し、社会の活力を維持していくためには女性の能力

を生かすことが極めて重要な政策課題であるとして、平成２７年（２０１５年）９月に

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」を施行し、男

女における多様で柔軟な働き方の実現に向け、取り組んでいます。 

なお、令和７年（２０２５年）６月に、同法が改正され、有効期限が１０年間延長さ

れるとともに、ハラスメント対策の強化等の措置が講じられました。 

一方、平成１２年（２０００年）１１月の「ストーカー行為等の規制等に関する法律

（ストーカー規制法）」の施行、平成１３年（２００１年）１０月の「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）」の施行、令和４年（２

０２２年）７月に「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性

行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出

演契約等に関する特則等に関する法律（ＡＶ出演被害防止・救済法）」の施行、令和５

年（２０２３年）７月に「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿

態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記

録の消去等に関する法律（性的姿態撮影等処罰法）」の施行により、女性への暴力等に

対する法整備を行っています。 

さらに、女性をめぐる課題が複雑化、多様化、複合化していることを背景に、新たな

女性支援強化が喫緊の課題であるとして、令和４年（２０２２年）５月には「困難女性

支援法」が制定され、令和６年（２０２４年）４月に施行されました。 

 

道においても、昭和５３年（１９７８年）４月の「北海道婦人行動計画」以降、昭和

６２年（１９８７年）４月に「北海道女性の自立プラン」、平成９年（１９９７年）３

月に「北海道男女共同参画プラン」を策定するとともに、審議会等への女性委員の登用

目標率の設定をはじめ、方針決定の場への女性の参画を促進するなど諸施策の推進に努

めてきました。 

平成１３年（２００１年）４月には、男女平等参画の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進することを目的に「北海道男女平等参画推進条例」を施行し、「北海道男

女平等参画苦情処理委員」や「北海道男女平等参画審議会」を設置したほか、平成１４

年（２００２年）３月には「北海道男女平等参画基本計画」を策定し、現在は、平成３

０年（２０１８年）３月に策定した第３次計画に基づき、男女平等参画社会の実現に向

けた様々な環境整備を進めています。 

また、平成１８年（２００６年）３月には「北海道配偶者暴力防止及び被害者保護・

支援に関する基本計画」を策定し、重大な人権侵害である女性に対する暴力を根絶する

ため、施策を推進してきました。 

令和６年（２０２４年）３月には「困難女性支援法」及び「配偶者暴力防止法」に基

づき「北海道困難な問題を抱える女性への支援等に関する基本計画」を新たに策定し、

市町村、関係機関、民間団体と一層の連携を図りながら、女性に対する暴力の根絶に加

え、困難な問題を抱える女性の福祉の増進及び自立に向けた施策を総合的に推進してい



  

12 

 

ます。 

 

【課題】 
 
固定的な性別役割分担意識、アンコンシャス・バイアス、性差に対する偏見の解消、

人権尊重を基盤とした男女平等観の形成は、男女平等参画社会づくりに向けた根幹をな

すものであり、女性が職業を持つことやリーダーとなることなど、男女平等参画に対す

る意識の醸成や理解が促進されるよう、関係機関等と連携しながら、積極的に啓発を進

めていくことが重要です。 

また、男女平等参画社会を実現するためには、一人一人が男女平等参画社会について

の正しい理解や人権・性の尊重、自立の意識を持つことが大切であり、家庭、学校、地

域社会、企業など、あらゆる場を通じて、男女平等意識の高揚や相互の協力、理解につ

いての教育・啓発の充実を図らなければなりません。 

女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女が共に仕事と家庭生活を両立でき

る暮らしやすい社会の実現につながるものであり、「働き方改革」を進め、あらゆる分

野において女性が活躍できる環境を整備していくことが必要です。 

また、女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、暴力を

容認しない社会環境を整備するための教育・啓発を進めるとともに、配偶者等からの暴

力をはじめとしたあらゆる暴力の防止、被害者の適切な保護や自立を支援することが必

要です。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 男女平等参画の広報・啓発活動の充実 
 
・ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向けた「働き方改革」など、

男女平等参画の理念等に関する正しい理解が深まるよう、あらゆる広報媒体を有効活

用して、わかりやすい広報・啓発に努めます。 

 

(2) 男女平等の視点に立った教育・啓発の推進 
 
・家庭生活における固定的な性別役割分担意識にとらわれない個の尊重と家事、育児、

介護等について、男女が平等に共同して担う意識の醸成を図ります。 

・学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じ、人権の尊重、男女の相互理解と協

力の重要性など、教育活動全体を通じて、個人の尊厳と男女平等に関する教育を進め

ます。 

・社会教育関係者に対して、研修等により男女平等参画社会に関する正しい理解の促進

や、人権の尊重について意識の高揚を図ります。 

 

(3) 男女が共に活躍できる環境づくり 
 
・人口減少問題や地域活力の低下といった社会的な背景を踏まえ、女性の力を地域づく
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りにつなげていくため、「北の輝く女性応援会議」を改組し参加者の拡大を図る「ほ

っかいどう女性活躍推進会議」において、女性就業率等の共通目標を設定するなど女

性活躍推進に向けた官民一体となった取組を強化します。 

・女性の意思や考え方を反映させていけるよう、地方自治体の政策や企業等の経営にお

ける方針決定の場への女性の参画を推進します。 

・働く人たちが心身の健康を確保しつつ、仕事や家庭生活の調和が図られるよう、長時

間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進など「働き方改革」を進めます。 

・仕事と子育ての両立をはじめとしたワーク・ライフ・バランスのための職場環境の整

備や子育てをしながら再就職を希望する女性の支援に努めるほか、地域における育児、

介護の支援体制の充実を図ります。 

 

(4) 男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の根絶 
 
・性犯罪・性暴力や売買春、ＤＶ、ストーカー行為等について、法令等の周知徹底とと

もに、法令等に基づく適切な対処など、関係機関と連携しながら被害の防止や被害者

支援に努めます。 

・女性への暴力等に関する実態を把握し、社会的関心を喚起するとともに、道立女性相

談支援センターを含む配偶者暴力相談支援センターや性暴力被害者支援センター北

海道（SACRACHさくらこ）等の相談体制の充実、相談窓口の周知徹底に努めます。 

 

 

３ こども                           
 

【現状】 
 
「こども」は未来を象徴する存在であり、２１世紀を担うこどもたちが健やかに育つ

ことは道民すべての願いです。 

しかし、近年、少子化や核家族化による家庭の養育能力や教育力の低下、地域社会と

のつながりの希薄化、こども同士がふれあう機会の減少など、こどもたちを取り巻く環

境は厳しさを増しています。 

また、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、令和３年（２０２１年）のこど

もの貧困率は、１１．５％で８人に 1人のこどもが貧困の状況にあります。 

このような状況において、学校におけるいじめや不登校、暴力行為や体罰のほか、薬

物乱用の低年齢化や性の商品化といったこどもの権利を侵害する深刻な問題が発生し

ています。 

また、近年、児童虐待が急増し、大きな社会問題となっています。児童虐待は、複雑

な家庭環境を背景に家庭という密室で起こるため、顕在化しづらい特徴がありますが、

こどもが最も信頼する保護者からの虐待は、こどもの人格を侵害するものであり心身の

健全な発達に大きな影響を与えるだけでなく、生命にも関わる重大な犯罪です。 

令和７年（２０２５年）に道が実施した「道民意識調査」において、人権や差別問題

について関心があることとして複数回答で尋ねた結果、「こども（学校でのいじめや虐
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待など）」と回答した方は５９．８％と最も高くなっており、前回調査（令和２年（２

０２０年）と同水準（６０．３％）となっています。 

 

【これまでの取組】 
 
国においては、昭和２３年（１９４８年）１月に児童の健全育成や保護を目的とした

「児童福祉法」を施行したほか、平成６年（１９９４年）には「児童の権利に関する条

約」を批准するとともに、平成１２年（２０００年）１１月にはこどもに対する虐待の

禁止や虐待を受けたこどもの保護を内容とする「児童虐待の防止等に関する法律」の施

行等の法整備を行い、諸施策を推進してきました。 

令和５年（２０２３）年４月にはこども家庭庁を発足させ、こどもの権利保障等を基

本理念とする「こども基本法」を施行し、同年１２月には、今後５年程度を見据えたこ

ども施策の基本的な方針や重要事項等を一元的に定めた「こども大綱」が閣議決定され、

こどもまんなか社会の実現に向けた様々な取組が実施されています。 

 

平成２５年（２０１３年）９月には「いじめ防止対策推進法」を施行、同年１０月に

は「いじめ防止等のための基本的な方針」を策定、平成２６年（２０１４年）１月には

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されています。 

また、平成２９年（２０１７年）４月の改正「児童福祉法」の施行により、こどもが

権利の主体であることが明確化されたほか、児童相談所の体制強化や里親委託の推進な

どが規定され、児童虐待の発生予防から自立支援まで一連の対策の強化が図られていま

す。 

さらに、令和２年（２０２０年）４月の改正「児童福祉法」の施行により、親権者に

よる体罰の禁止が法定化されています。 

令和４年（２０２２年）６月の改正「児童福祉法」では、子育て世帯に対する包括的

な支援のための体制強化及び事業の拡充が規定され、児童相談所による児童への処遇や

支援などが図られています。 

 

道においても、こどもの人権を擁護し、健全な発達を図るための各種施策や啓発活動

などの取組を推進してきました。 

平成９年（１９９７年）に、本道の次代を担うこどもたちを安心して産み育てる環境

づくりを進めるための「北海道エンゼルプラン」を策定し、平成１４年（２００２年）

３月にはその後の少子化の一層の進展や子育て支援の充実、児童虐待防止対策の強化と

いった時代の要請を踏まえ見直しを行うとともに、庁内外の推進体制を強化しながら関

連施策の実施状況や課題に対する対応策を検討するなど、プランの着実な推進に努めて

きました。 

平成１６年（２００４年）１０月には、社会全体で少子化対策を総合的かつ計画的に

推進することを目的に、こどもの権利及び利益を最大限に尊重すること等を基本理念と

した「北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例」を施行、平成１７年（２

００５年）３月には「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」を策定し、令和２年（２

０２０年）３月に策定した第４期計画に基づき、子どもの未来に夢や希望の持てる社会
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の実現に向けて様々な環境整備を進めてきました。 

令和７年（２０２５年）３月には、国の動きを踏まえ、こども向けパブリックコメン

トなどにより、こども・若者の意見を聴きながら、「北の大地☆子ども未来づくり北海

道計画」、「北海道青少年健全育成基本計画」、「北海道子どもの貧困対策推進計画」

の３計画を束ねた「北海道こども計画」を策定し、「こどもまんなか社会」の実現に向

け、こどもや若者、子育て世帯への切れ目のない支援を総合的かつ計画的に実施してい

ます。 

また、同年４月には、こども施策を総合的かつ計画的に推進し、こどもが将来にわた

って幸福な生活を送ることができる社会の実現に寄与することを目的に「北海道こども

基本条例」を施行しました。 

 

平成１９年（２００７年）４月には、青少年を取り巻く環境が著しく変化する中で、

青少年の健全な育成のための社会環境の整備と青少年の福祉を阻害する行為を防止す

るため、「北海道青少年健全育成条例」を施行するとともに、平成２０年（２００８年）

３月には同条例に基づき「北海道青少年健全育成基本計画（どさんこユースプラン）」

を策定した後、令和２年（２０２０年）３月には第２次計画を策定し、関係団体や事業

者等とも連携を図りながら、施策の推進に努めてきました。 

また、平成２６年（２０１４年）４月には、いじめの未然防止、早期発見や早期解消

などへの対処のための対策に関する基本理念となる「北海道いじめの防止等に関する条

例」を施行したほか、同年８月には、本道におけるいじめの防止等の対策の基本的な方

向や具体的な内容を示す「北海道いじめ防止基本方針」を策定しました。現在は、国の

基本方針の改正を踏まえ令和５年（２０２３年）３月に改定した方針に基づき、いじめ

防止対策等が着実に推進されるよう「北海道いじめの防止等に向けた取組プラン」を行

動計画として策定し、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者の相互の連携協力の

下、社会全体でいじめの問題の克服に努めています。 

令和６年（２０２４年）３月には、本道の不登校の現状と課題を踏まえ、不登校対策

の基本的な方向や具体的な取組内容など、学校や教育委員会が重点的・継続的に取り組

むことについて、国の不登校対策（ＣＯＣＯＬＯプラン）を参考に、「ＨＯＫＫＡＩＤ

Ｏ不登校対策プラン」を策定しました。 

現在は、本プランに基づき、学校や教育委員会が連携し、「不登校により学びや支援

にアクセスできない子どもたちをゼロ」の実現に向けた取組を進めています。 

 

さらに、こどもの貧困対策を総合的に推進するため、平成２７年（２０１５年）１２

月に「北海道子どもの貧困対策推進計画」を策定し、令和２年（２０２０年）３月には、

法改正等を踏まえ、第２期計画を策定しました。 

令和４年（２０２２年）６月の改正「児童福祉法」により、児童自立生活援助事業の

対象者等の年齢要件等が弾力化されたことを受け、道においても児童自立生活援助事業

の年齢上限を撤廃したほか、社会的養護経験者等が相互の交流を行う場所を開設し、児

童養護施設等退所児童等の相談対応や情報提供などを行っています。 
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【課題】 
 
子育てしやすい環境づくりのためには、子育てに関する様々な不安や悩みに応えるた

め、身近な地域で切れ目のない支援を提供できる体制の充実を図ることが必要です。 

本道におけるいじめの認知件数やいじめの重大事態の発生件数は、令和５年度、過去

最多となり、学校の指導体制や組織的対応等が問題として指摘されるなど、各学校にお

けるいじめ対策の更なる強化が必要です。各学校がいじめの解消に向けて、これまで以

上に教職員間の情報共有の徹底や指導・相談体制の整備など、学校いじめ対策組織を強

化することや、外部の専門家などと連携した事案の長期化・深刻化の防止、さらには、

市町村や学校単位で設置している「学校警察連絡協議会」での継続的な連携や、警察に

相談すべきと国が示しているいじめに関し、必要に応じ警察と連携するなど、いじめ防

止取組プランに基づく対応の徹底が必要です。 

道内の公立学校の不登校児童生徒数は、年々増加傾向にあり、令和５年度（２０２３

年度）の国の調査によれば、公立小・中・高校合わせて１５，０００人を上回り、過去

最多となっています。また、学校内外で専門的な相談・指導を受けていない不登校児童

生徒も一定数いることから、児童生徒一人一人のニーズを踏まえ、学校内外の教育支援

センターや学びの多様化学校など、多様な学びの場を確保する必要があります。 

児童相談所への児童虐待相談対応件数も令和５年度には過去最多を更新し、こどもの

生命が奪われるといった重大な事件も後を絶たないなど、依然として深刻な社会問題と

なっているため、児童虐待の未然防止や早期対応に向け、関係機関との連携、市町村の

児童相談体制強化への支援や普及啓発などに引き続き取り組む必要があります。 

また、非行等の問題行動をとったこどもの多くが、被虐待経験があるという指摘や、

こども時代に虐待を受けた親がそのこどもにも虐待を加えるという世代間の連鎖が見

られることから、こどもに対するケアだけでなく、虐待する親に対するケアも重要です。 

近年、スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、道内の

多くの青少年がＳＮＳ等の利用に起因して、児童買春や淫行などの性的な被害に遭って

います。こうした被害に遭わないようにするためには、取締りはもとより、被害の実態

やインターネットに潜む危険性について青少年やその保護者に注意を喚起して警戒心

を高めるとともに、不適切な言葉や画像、違法な情報などが含まれているホームページ

にアクセスできないようにするフィルタリングの普及促進により、有害サイト等から青

少年を守ることが必要です。 

社会的養育を必要とするこどもについては、こどもの意見表明を適切に施策に反映す

る仕組みについて、さらに効果的な手法を検討する必要があるとともに、社会的養護経

験者等の孤立を防ぐための相談対応や情報提供などのアフターケアの充実が必要です。 

また、本道においては、生活保護世帯やひとり親世帯の割合が高く、経済的に厳しい

状況にある家庭が多い状況にあると考えられます。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 子育てしやすい環境づくりの推進 
 
・身近な地域で子育て家庭の不安や悩み等に対する相談指導や地域の子育てサークル
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等への支援を行う地域子育て支援拠点の活用が広がるよう、各種広報媒体を活用した

周知を図ります。 

・「北海道すきやき隊」や地域の「せわずき・せわやき隊」、「どさんこ・子育て特典

制度」などの子育て支援活動を幅広く展開し、意欲向上につながる支援策の検討を進

めることにより、地域の子育て支援の気運を高め、子育てしやすい環境づくりを促進

します。 

・子育てと仕事を両立しやすい雇用環境の整備や保育サービスの充実、妊産婦や子育て

家庭が安心して外出できるようバリアフリーの推進など、子育てを男女が共に担う環

境づくりや子育ての負担の軽減に向けた取組を推進します。 

 

(2) こどもの権利を尊重する教育や啓発の推進 
 
・児童の権利に関する条約やこども基本法、北海道こども基本条例について、こども・

若者や子育て当事者を含む、全ての道民に正しく理解されるよう情報発信や普及啓発

に取り組みます。 

・こども向けパブリックコメントの着実な実施など、道の施策について、インターネッ

トを活用するなどして、全道のこども・若者から幅広く意見を聴き、道政に反映させ

るよう取り組みます。 

・学校教育において、こどもや教職員に「児童の権利に関する条約」の趣旨の理解を図

るとともに、人権教育を推進するための研修の実施など、人権に配慮し、一人一人の

個性を尊重する教育の充実に向けた取組を推進します。 

・いじめや不登校の防止や早期発見、問題解決に向けたスクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーの配置など学校における相談体制の充実や電話等の相談窓口

の設置、こどもの居場所づくりの支援など家庭、学校、地域社会が連携を深め一体と

なって問題に対応できる体制の強化に努めます。 

・いじめの未然防止の取組を進めるため、児童生徒がいじめ問題を自分のこととして捉

え、考え、議論する主体的な活動を推進します。 

・児童生徒の授業への満足度や教職員への信頼感等、学校の風土を「見える化」し、学

校をみんなが安心して学べる場にするとともに、不登校児童生徒が学びたいと思った

時に学ぶことができるよう、多様な学びの場や居場所づくりを推進します。 

 

(3) 児童虐待防止対策の充実 
 
・児童に対し相談窓口等の周知を図るとともに、一般道民や関係機関の理解を深めるた

めの啓発活動や市町村ネットワ－クの維持・構築を推進します。 

・地域の関係機関において、こどもの育ち・生活環境に関する情報共有や支援が円滑に

行えるよう、児童相談所が要保護児童対策地域協議会へ積極的に参画するとともに、

市町村をはじめ、関係者向けの研修を実施し、地域における見守りや相談対応の充実

に努めます。 

・専門職員の法令等に基づく増員に加え、児童福祉に精通した職員の採用や研修の充実

による人材確保・人材育成を進めるとともに、必要に応じ医師や弁護士から専門的な
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助言を受けることによる医療的対応力や法的対応力の充実など、児童相談所機能の強

化を図ります。 

 

(4) 健全育成のための環境づくりの推進 
 
・こどもの健全育成に有害な社会環境の浄化を図るための啓発活動や事業者に対する

自主的な取組の要請など「北海道青少年健全育成条例」を適切に運用するとともに、

こどもの非行防止と立ち直りを家庭、学校、地域社会が一体となって支援できるよう

取組体制の整備に努めます。 

・近年の情報化社会の急速な進展によるインターネット上の犯罪や違法・有害情報によ

るトラブルを未然に防止するため、情報発信による他人や社会への影響、ネットワー

ク上のルールやマナーを守ることの意味、情報には自他の権利があることなどの情報

モラルを身に付けさせる教育の推進に努めます。 

 

(5) こどもの犯罪被害防止 
 
・児童生徒等が事件・事故等から自らを守ることができるよう、安全に必要な知識や危

険予測・危険回避能力を身に付けさせるとともに、「子どもの安全を見守る運動」を

推進し、地域社会全体でのこどもの安全・安心の確保に努めます。 

・また、児童買春や児童ポルノ等こどもの福祉を阻害する犯罪を未然に防止するための

教育、啓発を推進するとともに、取締り等に努めます。 

 

(6) 社会的養育を必要とするこどもへの支援の拡充 
 
・当事者であるこどもの意見聴取等が適切に行われるよう取組を進めるとともに、児童

養護施設等におけるこどもの意見聴取等の機会の確保を促進することにより、児童相

談所が対応したこどもの権利擁護に努めます。 

・社会的養護経験者等で支援を必要とする方々に確実に情報が届くよう、広報活動の充

実を図り、事業の周知に努めます。 

 

(7) こどもの貧困対策 
 
・こどもが孤立することなく安心して暮らしていくためには、貧困状態にあるこどもや

保護者の声をしっかりと受け止め、各種の支援につなげていくことが重要であること

から、「相談支援」を充実し、関係する機関が共通認識の下で、こどもと保護者の実

情を踏まえてこどもの支援の視点に立ち、教育、生活の安定等の支援に取り組みます。 

・支援が必要な人を確実に把握し、支援を届けるため、相談支援に繋がりやすいよう、

アウトリーチの充実、ボランティアの活用、ＳＮＳの活用を促進します。 

・ひとり親家庭等の自立に向けて、生活面や就業面などの総合的な支援の充実を図りま

す。 
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４ 高齢者                           
 

【現状】 
 
本道の高齢化率は、令和２年（２０２０年）の国勢調査では３１．８％と全国平均

を上回っており、内閣府の全国推計では、令和５２年（２０７０年）には３８．７％に

まで上昇することが見込まれていることから、今後、寝たきりや認知症などの介護を要

する高齢者が更に増加することが推測されています。 

こうした状況の中、単身又は夫婦のみの高齢者世帯の増加に伴う家庭による介護機能

の低下、地域におけるつながりの希薄化による高齢者の社会的孤立や生活不安といった

問題も顕在化してきています。 

また、働く意欲のある高齢者が希望に合った雇用・就業機会を確保できない状況が発

生しているほか、介護者による身体的・心理的虐待や介護放棄、悪質商法や特殊詐欺に

よる財産奪取などの高齢者に対する人権侵害が社会問題となっています。 

 

【これまでの取組】 
 
我が国においては、出生率の低下や平均寿命の伸びに伴い、世界に類を見ない速さで

高齢化が進んでいます。この高齢社会に対応するため、平成元年（１９８９年）１２月

に「高齢者保健福祉推進１０か年戦略（ゴールドプラン）」が、平成６年（１９９４年）

１２月には「新ゴールドプラン」が策定されました。 

また、平成７年（１９９５年）１２月には「高齢社会対策基本法」が施行され、国が

講じるべき施策が規定されたほか、寝たきりや認知症高齢者の増加に伴い、高齢者の介

護を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度が平成１２年（２０００年）４月から

施行されました。これと併せて平成１１年（１９９９年）１２月には、高齢者保健福祉

施策の一層の推進を図る「ゴールドプラン２１」が策定されました。 

平成１８年（２００６年）４月には「高齢者虐待防止法」が施行され、高齢者の権利

利益の擁護が進められているほか、同年１２月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」の施行により、高齢者、障がいのある人

等の移動上や施設の利用上の利便性、安全性の向上の促進が図られています。 

また、平成２３年（２０１１年）６月には「介護サービスの基盤強化のための介護保

険法等の一部を改正する法律」の施行により、高齢者が地域で自立した生活を営めるよ

う、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括

ケアシステム」の構築が規定されています。 

更に、令和６年（２０２４年）１月には「共生社会の実現を推進するための認知症基

本法」が施行され、これに基づき、同年１２月に「認知症施策推進基本計画」が閣議決

定されています。 

 

道においても、平成５年（１９９３年）３月に「北海道高齢者保健福祉計画」を策定

し、高齢者のための総合的な施策の推進に努めてきました。 

平成１２年（２０００年）からは、介護保険制度の導入に伴い、「北海道高齢者保健
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福祉計画・介護保険事業支援計画」を一体的に策定し、両計画が連携して事業を推進し

てきました。現在は、令和６年（２０２４年）３月に策定した第９期計画に基づき、質

の高いサービス提供体制の整備や、高齢者の生活基盤の充実と活躍の支援などを進める

ほか、令和４年（２０２２年）４月には「北海道ケアラー支援条例」を施行し、日常的

に介護や看護、その他の援助等を行うケアラーを支える取組を推進してきました。 

 

【課題】 
 
「人生８０年時代」となった現在、豊かな高齢社会を実現するためには、豊富な知識

を持っている高齢者が、誇りを持って、住み慣れた地域で安心して生活し続けられ、ま

た、若い世代とともに地域社会の様々な活動に参画できるよう、社会環境づくりを進め

ていかなければなりません。 

高齢者に対する虐待は、個人の尊厳を傷つけるだけではなく、財産や生命までも危険

にさらす重大な人権侵害であることから、道民への意識啓発、高齢者やその家族への相

談機能を強化するとともに、市町村における相談体制や虐待防止の取組を総合的に支援

し、その発生を防止する必要があります。 

また、高齢者の弱みにつけこむ悪質商法や特殊詐欺による被害の防止に向けた取組が

必要です。 

高齢者の方々が生きがいを持って暮らせるよう、意欲と能力等を十分に発揮し、知識

や技能を最大限活用しながら、年齢に関わりなく働き続けられる就労機会を確保すると

ともに、地域貢献活動や様々な社会活動の場で積極的に役割を果たし、世代を超えて地

域住民が共に支え合う地域づくりを進めることが必要です。 

また、高齢者が利用しやすい建物などの整備のほか、高齢者等を含むすべての人がお

互いに理解を深め、支えあう「心のバリアフリー」を促進することが必要です。 

高齢者やその家族等が社会的に孤立することなく、介護等が必要になっても住み慣れ

た地域で安心して生活できるよう地域包括ケアシステムを構築し、医療、介護、住まい、

生活支援などのサービスを切れ目なく提供することが重要です。 

認知症など支援が必要な高齢者の方々を支え、個人の尊厳を尊重されながら安心した

生活ができる地域づくりを進めることが必要です。 

また、生産年齢人口が減少し働き手の確保が一層難しくなる一方で、高齢化に伴い介

護サービスの需要が高まるなど、社会構造が変革している状況下にあっても、介護現場

において、ケアの質を確保しながら必要な介護サービスの提供体制を確保していくこと

が必要です。 

 

【施策の展開方向】 

 

(1) 高齢者の人権を尊重する啓発、相談体制の充実 
 
・高齢者が、多年にわたり社会の進展に寄与してきた人として敬愛されるとともに、高

齢者が年齢にとらわれることなく生涯現役で、生きがいを持って生活できる長寿社会

について、道民の理解が深まるよう意識啓発に努めます。 
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・学校教育において高齢者に対する尊敬、感謝の心を育むよう教育・啓発を行うととも

に、介護・福祉体験や高齢者との交流を推進します。 

・介護サービスに関する苦情や、高齢者や介護者が抱える様々な相談に対応できるよう、

身近な地域において相談できる体制の充実を図ります。 

 

(2) 高齢者の権利擁護 
 
・高齢者の尊厳を保持する重要性について道民の理解の促進を図るとともに、複雑・多

様化する高齢者やその家族への相談機能の強化、介護施設従事者等に対する研修など

を通じて、高齢者虐待の発生防止に努めます。 

・認知症高齢者が地域で自立した生活を送れるよう必要な支援を行うとともに、支援が

必要な人が不利益を被ることがないよう成年後見制度の活用を促進するなど、高齢者

の権利擁護を図ります。 

・高齢者を狙う悪質商法や特殊詐欺に関する情報提供や関係機関との連携による相談

対応、地域の見守り機能の活用などにより、高齢者の消費者被害等の防止に努めます。 

 

(3) アクティブシニアの活躍支援 
 
・働く意欲のある高齢者に対する就業支援を行うとともに、再就職に向けた職業能力の

開発や６５歳を超えても働くことができる職場の拡大、関係機関と連携した高齢者雇

用に係る機運醸成を図ります。 

・生涯学習や文化・スポーツ活動の推進、ボランティアや趣味のほか、バリアフリーの

推進を通じた社会参加の促進など、高齢者の多様性や自主性を十分に考慮しながら、

必要な支援に努めます。 

 

(4) 高齢者の生活支援サービスの充実 
 
・医療を必要とする要介護者が増加する中で、高齢者が地域で自立した生活をしていく

ため、在宅医療の充実を図るとともに、介護との連携を強化します。 

・高齢者の自立支援と重度化防止に向け、要介護状態となる可能性の高い高齢者を早期

に発見し、心身機能の維持・改善と生活の質の向上を目指した個別支援を行うととも

に、必要なサービスを提供できる体制の整備に取り組みます。 

・高齢者や障がいのある人、こども等に対する虐待や孤立死への対応など、複雑化・深

刻化する地域福祉の諸課題に対応するため、全ての人々がお互いに支え合いながら、

分野横断的に共通して取り組む施策を推進します。 

 

(5) 介護サービスの充実 
 
・地域のニーズに対応した在宅生活を支える介護サービス提供の基盤づくりや施設整

備の促進を図るとともに、介護人材の確保や介護現場における業務改善の推進に努め

ます。 

・介護支援専門員（ケアマネジャー）に対する支援や介護事業者に対する適正な指導を
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行うとともに、指導担当者や福祉・介護職員を対象とした研修の実施などにより、介

護サービスの質の確保・向上に努めます。 

 

(6) 認知症高齢者施策の推進 
 
・認知症の早期発見と的確な診断、早期対応などの認知症医療対策をはじめ、住民すべ

てに認知症に対する正しい知識の普及を進めるとともに、認知症ケアの質の向上を図

り、地域において、認知症高齢者や若年性認知症本人・家族への包括的・継続的支援

を実施する体制の構築に努めます。 

 

(7) ケアラー支援の推進 
 
・ケアラーが個人として尊重され、ケアに関する悩みや負担を一人で抱え込まず、安心

して暮らすことができる地域社会の実現に向け、ケアラーの年齢や立場、家庭環境な

どに応じた適切な支援が行われるよう施策を推進します。 

 

 

５ 障がいのある人                        
 

【現状】 
 
障がいのある人もない人も共に生活するノーマライゼーションの理念の浸透に伴い、

障がいのある人に対する理解と認識は深まってきていますが、障がいのある人に対する

偏見や差別、権利侵害などの事例が見受けられるとともに、自立や社会参加を阻む障壁

が依然として存在しています。 

具体的には、建築物や歩道の段差、必要のない方が障がい者等用駐車スペースを利用

するなどの障がいのある人の利用への配慮不足、一人暮らしを始める際のアパートへの

入居拒否や盲導犬等の補助犬を同行した場合の入店拒否といった不利益な取扱い、障が

いのない人に比べて低い就業率や資格・免許取得の制限などがあげられます。 

また、障害福祉サービス等での処遇に関わる不祥事、さらには障がいのある人の財産

権の侵害など支援が必要であることにつけ込むといった経済トラブルも発生していま

す。 

 

【これまでの取組】 
 
国においては、平成５年（１９９３年）に障がいのある人の自立と社会参加の促進を

図ることを目的に「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に改正し、併せて「障

害者対策に関する新長期計画」を策定するなど、関係省庁が横断的、総合的に施策を実

施してきました。さらに、障がいのある人の社会への参加、参画に向けた施策の一層の

推進を図るため、平成１４年（２００２年）１２月に「障害者基本計画」、「重点施策

実施５か年計画」を策定しました。 

近年は、障がいのある人の権利擁護に関する取組が進められており、平成２４年（２
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０１２年）１０月に「障害者虐待防止法」を施行、平成２５年（２０１３年）４月の改

正「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」

の施行により難病等を追加、平成２６年（２０１４年）２月に「障害者の権利に関する

条約」が国内で発効、平成２７年（２０１５年）１月に「難病の患者に対する医療等に

関する法律（難病法）」を施行、平成２８年（２０１６年）４月には「障害者差別解消

法」が施行されました。また、令和５年（２０２３年）３月には「第５次障害者基本計

画」が策定されています。 

 

道においても、「国際障害者年」を契機に、昭和５７年（１９８２年）１月に「障害

者に関する北海道行動計画」を、また、平成５年（１９９３年）２月には「障害者に関

する新北海道行動計画」を策定し、障がい者施策の総合的な推進に取り組んできました。 

平成１０年（１９９８年）４月には、障がいのある人をはじめ、すべての人々が自由

に行動し、様々な分野における社会参加の機会を等しく有することができるよう、公共

的な施設や交通機関、情報、サービス等を円滑に利用できる福祉のまちづくりを進める

ため「北海道福祉のまちづくり条例」を施行しました。 

平成１５年（２００３年）３月には、２１世紀初頭の北海道における障がい者施策の

一層の推進を図るため、「北海道障がい者基本計画」を策定し、現在は、令和６年（２

０２４年）３月に「第３期北海道障がい者基本計画」とその実施計画である「第７期北

海道障がい福祉計画」を統合し策定した「第１期ほっかいどう障がい福祉プラン」に基

づき、障がい者施策の総合的な推進に取り組んでいます。 

また、平成２２年（２０１０年）４月には「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護

並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例（北海道障

がい者条例）」を全面施行し、障がい者の権利擁護と暮らしやすい地域づくりの実現に

向けて環境整備を進めています。 

さらに、平成３０年（２０１８年）４月には「北海道障がい者の意思疎通の総合的な

支援に関する条例（北海道意思疎通支援条例）」、「北海道言語としての手話の認識の

普及等に関する条例（北海道手話言語条例）」を施行し、障がいの特性に応じて、様々

な意思疎通手段があることや、手話が日本語とは異なる言語であることなどについての

理解促進、そして多様な手段を活用した情報保障の推進に取り組んでいます。 

 

【課題】 
 
障がいのある人もない人も住み慣れた地域で安心して暮らせる共生社会を実現する

ためには、障がいや障がいのある人への正しい理解と差別意識の解消に向けた普及啓発

を進めることや、障がいのある人が、地域の様々な活動へ参加し、生活の質の向上や自

己実現を図る機会の充実と参加を促進する環境づくりが必要です。 

就労を希望する障がいのある人を取り巻く本道の雇用情勢は、依然厳しい状況にあり、

障がいがあっても、地域において生き生きと働くことができるよう、社会全体で応援す

る機運の醸成を図りながら、企業等と連携、協働し、障がいのある人の意欲や特性に応

じた就労機会の拡大などを促進することが必要です。 

高齢化の進展などにより、障がいのある人の数が年々増加する中、地域での生活を希
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望する障がいのある人が、生涯を通じて自らの選択により一人一人のニーズに沿った必

要なサービスを利用しながら、地域での生活を継続できるよう、身近な相談支援体制や

生活を支える福祉サービスの充実を図ることが重要です。 

また、障がいを軽減するリハビリテーションの充実が求められているほか、入院中の

精神障がいのある人の地域移行の取組を進めるとともに退院後の地域生活の支援が必

要です。 

教育分野においては、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の障がいが重度・重複化、

多様化していることから、障がいの状態等に応じた教育環境の整備を進める必要があり

ます。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止  
 
・障がいを理由とする不当な差別的取扱い禁止や障がいのある人に対する必要かつ合

理的配慮の提供などについて、道民の理解を深めるための普及啓発を促進します。 

・市町村や関係機関と連携・協力しながら、障がいのある人に対する虐待の予防や擁護

者に対する支援を行うほか、相談体制の充実などを通じて、支援が必要な人が不利益

を被ることがないよう成年後見制度の活用を促進するなど、障がいのある人の権利擁

護に取り組みます。 

 

(2) ノーマライゼーション理念の普及と教育・交流機会の拡大 
 
・障がいのある人が自らの選択と決定により参加することができる活動の機会を増や

すとともに、障がいのある人と地域住民等が交流する場の整備、意思疎通手段の確保、

移動に関する支援の利用促進など社会のあらゆる場面でのアクセシビリティの向上

をはじめとする環境整備を促進します。 

・児童や生徒が障がいのある人への正しい認識を身に付け、お互いの立場を思いやり、

相互に協力し合う心や態度を養うため、障がいのあるこどもと障がいのないこどもが

共に育つ環境の整備やボランティア活動の実践など福祉に関する学習機会の充実に

努めます。 

 

(3) 雇用・就業対策の推進 
 
・障がいがあっても、地域において、いきいきと働くことができるよう、社会全体で応

援する機運の醸成を図りながら、企業等と連携・協働し、障がいのある人の意欲や特

性に応じた就労機会の拡大や職場定着などを促進します。 
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(4) 生活支援の推進 
 
・どこに住んでいても、自らの決定に基づき、身近な地域で日常生活や社会生活を営む

ことができる体制を整備します。また、在宅サービスの量的・質的充実を図り、施設

入所者等の地域生活への移行を推進するとともに、障がい福祉・医療を支える人材の

養成・確保に努めます。 

・障がいのある人が身近な地域において、保健サービス、医療、リハビリテーション等

を受けることができるよう提供体制の充実を図るとともに、障がいの原因となる疾病

等の予防、早期発見、治療の推進を図ります。 

・精神障がいのある人に対し必要な支援を行うことにより、地域生活への移行と定着を

促進します。 

・難病の特性に応じた適切な福祉サービスの提供、難病に対する理解の促進に努めると

ともに、医療や日常生活に係る相談対応などを通じ、難病に対する不安解消など精神

的負担の軽減を図ります。 

 

(5) 特別支援教育の充実 
 
・障がいのあるこどもと障がいのないこどもが互いに理解を深め、ともに学ぶ環境づく

りと、合理的配慮に基づき自立と社会参加を見据えて個別最適な学びを推進するイン

クルーシブ教育システムの理念に基づき、特別な支援が必要なこどもやその保護者が、

地域で切れ目のない支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、労働等の関係機関と

の効果的な連携体制を構築し、教育環境の整備・充実と、情報通信技術（ＩＣＴ）を

活用した就労などの多様な働き方に合わせたきめ細かな取組など、一人一人の教育的

ニーズに応じた支援体制を整備します。 

 

(6) 福祉のまちづくりの推進 
 
・「北海道福祉のまちづくり条例」に基づき、誰もが安心で快適に生活できる福祉のま

ちづくりを総合的に推進するため、公共的施設等のバリアフリー化のほか、障がいの

ある人を含むすべての人々が、お互いに理解を深め、支え合う「心のバリアフリー」

を推進し、福祉環境の整備を促進します。 

 

(7) ケアラー支援の推進 
 
・ケアラーが個人として尊重され、ケアに関する悩みや負担を一人で抱え込まず、安心

して暮らすことができる地域社会の実現に向け、ケアラーの年齢や立場、家庭環境な

どに応じた適切な支援が行われるよう施策を推進します。 
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６ アイヌの人たち                                
 

【現状】 
 

アイヌの人たちは、狩猟や漁労を中心とする暮らしを営む中で、独自の言語である  

アイヌ語や、自然との共生を基本とした信仰や風俗習慣、ユカラなどの口承文芸や古式

舞踊など、固有の豊かな文化を育んできました。 

現在では、アイヌの人たちの社会的、経済的地位の向上を図るとともに、アイヌ文化

を振興し、アイヌの伝統等に対する国民の理解を促進するため、様々な施策が推進され

ていますが、過去、長い間にわたりアイヌの人たちが社会的にも経済的にも恵まれない

状況に置かれてきたことは歴史的事実であり、このため、アイヌとしてのアイデンティ

ティは脈々と受け継がれているものの、長い苦難の歴史の中で、アイヌの言語や文化、

伝 統 的 生 活 習 慣 な ど 失 わ れ て い っ た も の も 少 な く あ り ま せ ん 。 

また、アイヌの人たちと道民一般との格差は改善傾向にあるものの、生活保護率や大

学進学率などにおいてはいまだ格差が認められるほか、ＳＮＳの書き込みなどにおける

差別や偏見の存在も報告されています。 

 

【これまでの取組】 
 
国連は、昭和４０年（１９６５年）１２月の総会で人種差別の問題を包括的に規定し

た「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」を採択しました。また、平成

１９年（２００７年）９月には、政治、経済、文化、その他の広範な分野にわたって先

住民族や個人の権利と自由について規定した「先住民族の権利に関する国連宣言」を採

択しました。 

国においては、明治２年（１８６９年）に開拓使を設置し、蝦夷地を北海道と改めて

以降、急激な開拓や資源保護のための鮭や鹿の捕獲の禁止などにより、アイヌの人たち

の生活基盤に大きな打撃を与えたほか、独自の文化の制限や日本語使用の強制といった

同化政策が進められました。 

戦後、我が国の民主化が進むのに呼応するように、北海道ウタリ協会を中心に、アイ

ヌの自立と社会的地位の向上を目指す運動が展開されるようになり、こうした動きの中

で、アイヌの人たちと国民一般との格差を是正するための様々な支援策が講じられるよ

うになりました。平成９年（１９９７年）７月には、我が国の法体系の上で初めてアイ

ヌの人たちを民族として認めた「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統に関する知識の

普及及び啓発に関する法律（アイヌ文化振興法）」が施行されました。 

また、平成１９年（２００７年）９月の「先住民族の権利に関する国連宣言」の採択

を受け、平成２０年（２００８年）６月に「アイヌ民族を先住民族とすることを求める

決議」を採択したほか、令和元年（２０１９年）５月には「アイヌの人々の誇りが尊重

される社会を実現するための施策の推進に関する法律（アイヌ施策推進法）」を施行し、

アイヌの人たちが民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重され

る社会の実現に向けた取組を進めています。 
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道においては、昭和４７年（１９７２年）に「北海道ウタリ生活実態調査」を実施し

た結果、アイヌの人たちと道民一般との格差が認められたことから、生活、教育、雇用、

産業などアイヌの人たちに対する総合的対策として「北海道ウタリ福祉対策」を昭和 

４９年（１９７４年）から４次にわたり進め、平成１４年（２００２年）４月からは 

「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」と名称を改め、平成２７年（２０１５

年）７月に策定した第３次方策に基づき対策を進めてきました。 

また、アイヌ文化については、アイヌ文化振興法に基づき、平成１１年（１９９９年）

３月に「アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画」を策定し、アイヌ文

化の振興等に関する諸施策に取り組んできました。 

令和元年（２０１９年）１０月にはアイヌ施策推進法に基づき「北海道におけるアイ

ヌ施策を推進するための方針」を、また、令和３年（２０２１年）３月には「北海道 

アイヌ政策推進方策」を策定し、理解の促進、生活向上、文化振興、地域振興や産業振

興、観光振興などアイヌ施策を総合的に推進することとしています。 

 

【課題】 
 
アイヌの伝統や文化は民族としての誇りの源泉であり、これらの伝統や文化が次代に

継承されることが、アイヌの人たちの人権を尊重するという観点からも重要です。 

自然を敬い、自然との関わりの中で伝統文化を培ってきた「アイヌの人たちとの共生」

を実現していくことは、北海道にとって２１世紀を人権の世紀とするための、重要な試

金石であると考えます。 

また、こどもたちの発達の段階に応じてアイヌの歴史・文化等について正しい知識を

身に付けることができるよう、アイヌの歴史・文化等に関する施設や人材を活用した学

習の推進が必要です。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) アイヌ文化の振興とアイヌの人たちに対する理解の促進 

・国と連携しながら、アイヌ文化の伝承者等の養成を促進するとともに、アイヌ文化の

復興・発展の拠点となる「ウポポイ（民族共生象徴空間）」や道内各地の博物館・資

料館等も活用し、アイヌ語やアイヌの伝統文化の保存、振興に向けた施策を推進しま

す。 

・こどもたちがアイヌの歴史・文化等を正しく理解することができるよう、教師用指導

資料や、初任段階教員等を対象とした研修会などを通して、小・中学校における施設

や人材等を活用した学習等に関する指導の在り方について指導するとともに、実践事

例の提供を行います。 

・市町村教育委員会が作成する小学校向け副読本の内容の充実に向け、アイヌ教育相談

員を配置するとともに、市町村教育委員会の求めに応じた指導助言などの支援を行い

ます。 
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(2) アイヌの人たちの生活の安定と産業の振興 
 
・道民一般と比べてなお生活水準に格差が認められる状況に鑑み、生活や教育、雇用、

産業など、アイヌの人たちのニーズを踏まえ、様々な角度から必要な支援を行うとと

もに、アイヌの人たちの自主的な活動の促進と社会的、経済的な地位の向上を図りま

す。 

・地域振興や産業振興などを含め未来志向によるアイヌ政策を総合的に推進すること

により、アイヌの人たちが民族としての誇りを持って生活することができ、その誇り

が尊重される社会の実現を図ります。 

 

 

７ 外国人                                    
 

【現状】 
 
経済はもとより社会・文化など様々な分野でグローバル化、ボーダレス化が進み、我

が国で暮らす外国人は年々増加しています。 

本道における在留外国人も、令和６年（２０２４年）末で６７，０００人を超え、過

去最高を更新するなど、学校、地域社会、職場など日常生活の様々な場面で外国人と接

する機会が増えてきています。 

こうした外国人の増加に伴い、言葉や文化、生活習慣や価値観の違いなど、外国人と

地域住民との相互理解の不足による誤解やトラブルも見受けられます。 

 

【これまでの取組】 
 
外国人の人権について、昭和５３年（１９７８年）１０月、最高裁判所は、「基本的

人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き、

我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」との認識を示し、昭和５４年（１９７

９年）９月の「国際人権規約」の批准と昭和５６年（１９８１年）１０月の「難民の地

位に関する条約・議定書」加入を契機に、外国人法制の見直しが進められ、外国人への

社会保障サービスの提供や、在日韓国人など特別永住資格者への指紋押捺義務の免除な

どを内容とした改正「外国人登録法」が平成５年（１９９３年）１月に施行されました。 

一方、１９８０年代以降は、労働力不足を背景に、多くの外国人労働者が日本の労働

市場に流入しましたが、昭和２６年（１９５１年）１１月に施行した「出入国管理及び

難民認定法（入管法）」では労働者の滞在を正規化できる在留資格が設けられていなか

ったため、多くの外国人が不法就労者となり、労働条件あるいは生活面で様々な不利益

を受けるいわゆるニューカマーの問題が発生しました。 

こうした事態を受けて、国は平成２年（１９９０年）６月に改正「入管法」を施行し、

就労・活動制限の有無などを基準に、日系２世、３世などの優先的入国・在留を認める

ことにしました。 

その後、平成２９年（２０１７年）１１月の「外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律（技能実習法）」の施行、平成３０年（２０１８年）１２
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月の「入管法」の改正による新たな在留資格「特定技能」の創設に加え、令和６年（２

０２４年）６月に技能実習法を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の

保護に関する法律（育成就労法）」に抜本改正（令和９年（２０２７年）施行予定）す

るなど、外国人の働き手を迎え入れるための基盤整備が進められています。 

また、近年は、大都市を中心に起きている特定の民族や国籍を排斥する差別的な言動

が、いわゆるヘイトスピーチとして社会的関心を集めており、平成２８年（２０１６年）

６月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法

律（ヘイトスピーチ解消法）」が施行されています。 

 

道においても、本道の国際化の推進を図るため、平成１０年（１９９８年）４月に「国

際化の推進方策」を策定し、グローバル化に伴う様々な影響を踏まえ、内容の見直しを

行いながら、平成２９年（２０１７年）１２月には、「北海道グローバル戦略」を策定

するとともに、平成３１年（２０１９年）３月に「外国人材の受入拡大・共生に向けた

対応方向」、令和６年（２０２４年）８月に「北海道における地域日本語教育の推進に

関する基本的な方針」を策定するなど、市町村や民間団体などと連携を図りながら、国

際交流や国際協力、さらには外国人にも暮らしやすい地域づくりといった多文化共生社

会の形成などの施策を進めています。 

 

【課題】 
 
日本人と外国人が共に暮らしやすい地域社会を形成するためには、本道に暮らす外国

人も同じ地域の一員として迎え入れる開かれた地域社会づくりを進め、すべての人が同

じ人間として人権や人格を尊重し合い、異なる文化や考え方を認め合う多文化共生意識

の醸成が極めて重要です。 

このため、多言語での情報提供や相談対応などの環境整備を進めるとともに、道民の

間に、異なる言語や文化、慣習に対する認識を深め、多様な価値観を尊重する心を育む

ことが必要であり、地域、家庭、学校、職場が連携・協力して人権教育を推進するとと

もに、外国人に対する偏見や差別意識を解消し、文化の違いや多様性を尊重するための

国際理解教育が求められています。 

教育現場においては、自国はもとより、諸外国の歴史や文化、伝統等について理解を

深め、尊重し、様々な価値観を持つ人々と共に協調して生きていく態度を養う取組をさ

らに推進するとともに、海外のこどもたちと実際に触れ合いながら国際理解を図る機会

を促進することなどが求められているほか、外国人児童生徒に対するきめ細かな日本語

指導が必要です。 

また、外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくるとともに、業界や企業等におけ

る受入環境づくりを支援するため、外国人に対する情報提供や相談体制の充実とともに、

事業者に対する周知・啓発が必要です。 
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【施策の展開方向】 
 
(1) 国際理解の促進と共生意識の醸成 
 
・道民一人一人が国際社会に対する認識を深め、異なる価値観を理解し、人権を守り尊

重する意識や行動力を養うため、講演会をはじめ外国人が参加しやすい交流イベント

の開催など、様々な啓発を実施します。 

・「ヘイトスピーチ解消法」を踏まえ、国や関係機関と連携しながら、ヘイトスピーチ

は許されないという認識を広める啓発に努めます。 

 

(2) 学校における国際理解教育や多文化教育の推進 
 
・海外への修学旅行、姉妹友好連携地域や姉妹校の児童生徒との交流活動、海外からの

訪日教育旅行の受入れなどを通じて、異なる文化や外国人との触れ合いを深める体験

交流の機会の拡充を図ります。 

・ＩＣＴを活用した海外の高校生等との意見交換など、異なる文化について理解を深め

るとともに、コミュニケーション能力を育成する機会の充実を図ります。 

・関係機関と連携し、留学経験者による体験講話や留学相談を実施するなど、高校生の

海外留学の支援に取り組みます。 

・海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒への適切な指導が行われるよう、優れ

た事例の提供などを通して、市町村教育委員会や学校の取組を支援します。 

・児童・生徒の英語を使用した実践的コミュニケーション能力を高め、グローバル化に

対応した人材の育成が推進されるよう、小学校英語担当教員や中学校、高等学校の英

語教員の英語力・指導力向上を図ります。 

 

(3) 外国人が住みやすい地域づくり 
 
・外国人が地域社会で安心して暮らすことができるよう、医療機関への受診など日常生

活に必要な知識や情報の提供、関係機関との連携による相談体制の強化、日本語学習

機会の拡充など、生活環境の充実に努めます。 

・外国人との共生社会の実現に向け、住民との交流機会の拡大や、各種行政施策への外

国人の意見・ニーズの反映に努めます。 

 

(4) 外国人が働きやすい就業環境づくり 
 
・外国人に選ばれ、働き、暮らしやすい北海道を目指し、国の関係機関とも連携し、労

働条件や就業環境の適正化に向け、事業者に対する周知・啓発や、人材確保のための

取組への支援を行います。 
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８ ＨＩＶ・ハンセン病等の感染者等                        
 

【現状】 
 
我が国において、平成３０年（２０１８年）末までに報告されたヒト免疫不全ウイル

ス(ＨＩＶ)感染者やエイズ患者の数は３万人を超え、各年齢層で感染者・患者の発生が

みられます。 

平成８年（１９９６年）に和解した薬害エイズ裁判後、全国的に医療体制の整備が進

められ、ＨＩＶ／エイズへの知識がある程度普及した現在においても、感染者・患者に

対する理解はいまだ十分とはいえない状況にあります。ＨＩＶへの感染については、依

然として自分には無関係な一部の人の病気という意識が根強く残っており、予防行動が

きちんとなされず感染者の増加を招いたり、感染者への差別や偏見を助長する一因とも

なっています。 

また、ハンセン病患者・回復者は、「らい予防法」の廃止により、自らの意志で療養

所を退所することができるようになりましたが、いまだに多くの方が生活への不安や偏

見、差別への恐れから療養所で生活を続けています。 

令和２年（２０２０年）に世界的に流行した新型コロナウイルス感染症では、患者や

その家族、医療・介護従事者などに対する差別や偏見、誹謗中傷が社会問題となってお

り、５類移行から今日に至るまで、差別や偏見、誹謗中傷が完全にはなくなっていませ

ん。 

 

【これまでの取組】 
 
国においては、平成元年（１９８９年）２月に「後天性免疫不全症候群の予防に関す

る法律（エイズ予防法）」を施行しましたが、平成１１年（１９９９年）４月には、感

染症患者等の人権に配慮した施策を推進することを基本理念とした「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」を施行し、これに伴い「エイズ

予防法」は廃止されました。 

この前文では、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者に対する

いわれのない差別や偏見があった事実を重く受け止め、今後の教訓としています。 

 

道においても、平成１２年（２０００年）３月に「北海道感染症予防計画」を策定し、

現在は計画に基づいて感染症に対する知識の普及啓発や感染症患者等に対する人権に

配慮した各種施策が実施されています。 

ＨＩＶ／エイズについては、一般道民を対象としたパンフレットの作成・配布やテレ

ビ等の広報媒体の活用により、正しい知識の普及啓発を進め、ＨＩＶ感染者等に対する

差別や偏見の解消に努めています。 

 

ハンセン病については、平成８年（１９９６年）の「らい予防法」廃止まで続いた国

の隔離政策が患者・回復者の人権を制限し、差別や偏見を生む原因となり、多くの患者・

回復者やその家族に大きな苦しみを与えてきました。 
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平成１３年（２００１年）５月の「ハンセン病国家賠償請求訴訟に係る熊本地方裁判

所判決」に対し、国はハンセン病問題の早期解決のため控訴せず、「ハンセン病療養所

入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定したほか、名誉回復等の施策に

取り組むこととしました。 

平成２１年（２００９年）４月には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（ハ

ンセン病問題解決促進法）」が施行され、ハンセン病患者・回復者やその家族の福祉の

増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進が

図られています。 

また、令和元年（２０１９年）６月のハンセン病家族訴訟に係る熊本地方裁判所判決

において、家族の被害について国の責任を認めたことを受け、同年１１月に施行された

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」により、元患者家族の

被った精神的苦痛を慰謝するための補償金の支給、名誉の回復や福祉の増進が図られて

います。 

 

道においても、本道出身の回復者の方からの要望を踏まえ設置された「北海道ハンセ

ン病問題を検証する会議」により、平成２３年（２０１１年）６月、強制隔離などに関

する国・道の責任や今後の対応についての提言などを内容とする「北海道ハンセン病問

題検証報告書」が取りまとめられました。 

 

【課題】 
 
ＨＩＶ／エイズに関する正確な知識を普及し、感染者等に対する偏見や差別を解消す

るとともに、道民が自らの健康の問題として感染予防を行うことが重要です。 

特に、性に関する適切な意思決定や行動選択に係る能力が形成過程にある青少年に対

しては、性に関する重要な事柄の一つとして、ＨＩＶ／エイズに関する知識の普及啓発

を行うことが重要です。 

また、ハンセン病患者・回復者やその家族が安心して生活できるよう、正しい知識の

不足による差別や偏見の解消に向けて、普及啓発や広報活動に一層取り組むことが重要

です。 

その他の感染症についても、感染症の発生に関する適切な情報の提供や感染症とその

予防に関する正しい知識の普及を行うとともに、感染症のまん延防止のための措置を行

うに当たっては、患者等の人権を尊重する必要があります。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 教育・啓発活動の推進 
 
・ＨＩＶ感染者／エイズ患者、ハンセン病患者・回復者などへの差別や偏見を解消する

ため、「北海道感染症予防計画」や「北海道ハンセン病問題検証報告書」、令和元年

（２０１９年）７月の「内閣総理大臣談話」を踏まえ、道民に対する正しい知識の普

及啓発に努めます。 

・ＨＩＶ感染症については、関係機関の連携の下、健康教育の一環として、他の性感染
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症予防も含め、具体的な知識や情報提供とともに、互いの健康や権利の尊重など総合

的な視点から啓発に努めます。 

・新型コロナウイルス感染症等のその他の感染症についても、不確かな情報に惑わされ

ず、正しい情報に基づき冷静に思いやりのある行動をしていただくよう啓発に努めま

す。 

 

(2) 患者等の人権に配慮した相談体制等の整備 
 
・患者等のプライバシーの保護を図るため、関係職員に対する研修を通じその徹底を図

るとともに、医療機関に対する適切な指導に努めます。 

・身近な保健所等においてＨＩＶ感染の匿名検査や相談対応を行うとともに、利用しや

すい検査・相談体制の整備に努めます。 

 

(3) 自立・社会参加への支援 
 
・ＨＩＶ感染者／エイズ患者については、安心して医療を受けられる体制の整備やカウ

ンセラー等による相談対応などにより、心理的支援に努めます。 

・ハンセン病療養所の入所者やその家族が安心して生活できるよう、関係機関と連携し

た支援に努めます。 

 

 

９ 犯罪被害者等                                   
 

【現状】 
 
犯罪被害者等（犯罪被害者及びその家族）は、命を奪われたり、体を傷つけられると

いった直接の被害を受けるだけではなく、犯罪による著しいストレス障害等の精神面や

医療費の負担などの経済的な面でも大きな被害を受けています。 

また、捜査や裁判の過程で被る精神的ショックや、周囲のうわさ話、マスコミの過剰

な取材などによる二次被害や再被害の懸念など、様々なストレスに苦しんでいますが、

現在においても犯罪被害者等が受ける被害の実情についての理解は十分ではなく、社会

的関心が高いとはいえない状況にあります。 

特に、道内の刑法犯認知件数は令和４年以降増加しており、こどもや女性を対象とす

る事件、高齢者が被害に遭いやすい特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺が後を絶た

ない状況が続いています。 

そのような中、様々な施策が進められてきましたが、犯罪被害者の方々からは今なお、

必要な支援が受けられていないなどの切実な声があがっています。 

 

【これまでの取組】 
 
国においては、昭和５６年（１９８１年）１月に「犯罪被害者等給付金の支給等に関

する法律」を施行するなどの法整備を進めており、平成１７年（２００５年）４月には
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犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とした「犯罪被害者等基本法」を施行

し、同年１２月、同法に基づく「犯罪被害者等基本計画」を策定しました。 

また、令和５年（２０２３年）６月には、犯罪被害者等施策推進会議において「犯罪

被害者等施策の一層の推進について」が決定され、支援弁護士制度の創設、地方におけ

る途切れない支援の体制強化など、犯罪被害者等を支援するための諸制度の整備に関す

る取組が実施されています。 

 

道においても、道警を中心に犯罪被害者等の心情に配慮した相談対応など支援対策を

行ってきましたが、国の計画を踏まえ、平成１９年（２００７年）３月に「北海道犯罪

被害者等支援基本計画」を策定し、現在は、令和３年（２０２１年）３月に策定した第

４次計画に基づき、関係機関と連携を図りながら施策の推進に努めています。 

また、平成３０年（２０１８年）４月には、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的

に推進するため、「北海道犯罪被害者等支援条例」を施行しました。 

 

【課題】 
 
誰もが犯罪被害者等になる可能性がある今日、犯罪被害者等の人権を擁護し、平穏な

日常生活を取り戻すためには、関係機関・団体との連携の下、犯罪被害者等の立場に立

った、適切できめ細かい支援を途切れなく提供することが必要です。 

また、周囲の人々の配慮のない言動や無関心による二次被害を防ぐため、犯罪被害者

等の立場になって考え、支援することの大切さについて、道民に対する教育・啓発を行

っていく必要があります。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 犯罪被害者等への支援の推進 
 
・関係機関・団体と協力・連携しながら、損害賠償請求制度や各種経済的支援制度の周

知、被害直後からの生活支援策に係る情報提供などの支援に努めます。 

・犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるよ

う、精神的・身体的被害に対する保健・医療・福祉サービスの充実に努めます。 

 

(2) 相談・支援体制の充実 
 
・犯罪被害者等支援のための相談機能の向上に努めるとともに、支援に関する各種情報

について、関係機関・団体と連携しながら、道民への周知を行います。 

・犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようにな

るまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく犯罪被害者等のニーズに応じ

た支援が一元的に提供されるワンストップサービスの体制整備と適切な運用を図り

ます。 
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(3) 教育・啓発活動の推進 
 
・犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等が被害から立ち直り、平穏な生活を

送ることができるための配慮の重要性などについて、道民の理解を深めていくための

普及啓発やいのちの大切さなどについての啓発の充実に努めます。 

・中学生や高校生を対象とした犯罪被害者等による講演会を開催するなど、犯罪被害者

等への配慮や協力の意識のかん養に努めます。 

 

 

10 犯罪をした人等及びその家族                         
 

【現状】 
 
犯罪をした人等（刑を終えて出所した人や刑の執行を猶予された人、罪を犯し保護観

察処分を受けた人など）が、社会の一員として立ち直ろうとする意欲がある場合であっ

ても、社会における根強い偏見や差別により就労や住宅の確保等に困難があるなど、そ

の社会復帰は厳しい状況にあります。 

刑法犯の認知件数が令和４年以降増加しており、検挙人員に占める再犯者の割合が４

割を超えていることは、安全で安心な地域社会の実現に向けた課題となっています。 

また、本人だけではなく、その家族も社会からの偏見や差別を受けることがあります。 

 

【これまでの取組】 
 
国においては、平成２８年（２０１６年）１２月に再犯の防止等に関する国及び地方

公共団体の責務や施策の基本事項などを示した「再犯の防止等の推進に関する法律（再

犯防止推進法）」を施行するとともに、翌年１２月に「再犯防止推進計画」を策定し、

現在は、令和５年（２０２３年）３月に改定した第２次計画に基づき取組を進めています。 

 

道においても、平成２２年（２０１０年）に「北海道地域生活定着支援センター」を

設置し、保護観察所等と連携しながら、矯正施設からの出所に当たり特別な配慮が必要

な高齢者や障がいのある人等に対する支援を行っているほか、国の「社会を明るくする

運動」と連動した啓発活動を行うとともに、令和３年(２０２１年)３月には「北海道再

犯防止推進計画」を策定し、「地域による包摂の推進」などを重点課題とする国の第２次

計画を踏まえ、令和６年(２０２４年)３月に改定した「第２次北海道再犯防止推進計画」に

基づき取組を進めています。 

 

【課題】 
 
更生保護や再犯防止施策は、これまで刑事司法施策の一環として、国が中心となって

実施されてきましたが、高齢者や障がいのある人等で、社会の支援につながらないまま

刑事司法手続が終了し、再犯につながるケースもあることから、こうした人たちが社会

復帰を果たす上で必要な住民サービス等を円滑に受けることができるよう、関係機関相
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互の連携・協力体制を強化する必要があります。 

また、犯罪をした人等の立ち直りやその家族に対する偏見や差別の解消に向けては、

周囲の人々の理解と協力が不可欠ですが、更生保護や再犯防止の概念は道民にとって必

ずしも身近ではなく、再犯防止に向けた施策に関する理解や関心が十分に深まっている

とはいえないことや、民間協力者による活動についても道民に十分に認知されていない

ことが課題となっています。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 犯罪をした人等の社会復帰に向けた支援の促進 
 
・犯罪をした人等が再び社会の一員として地域に定着できるよう、国の関係機関や市町

村、保護司会などの民間協力者との連携を強化しながら、就労や住居の確保、円滑な

保健医療サービスの利用などの支援を行います。 

 

(2) 広報・啓発活動の推進 
 
・道民の再犯防止に向けた施策に関する理解や関心を深めるとともに、民間協力者によ

る再犯の防止等に関する活動などについての認知を高めるため、各種啓発事業を通じ

て更生保護や再犯防止の概念の周知を図り、犯罪や非行の防止と犯罪をした人等の更

生について理解を深める取組を推進します。 

・犯罪をした人等とその家族に対する偏見や差別の解消に資するよう広報・啓発活動の

取組を推進します。 

 

 

11 性的マイノリティ                               
 

【現状】 
 
自分の性別をどのように認識しているか(性自認)と身体的な特徴から出生時に割り

当てられた性別(割り当てられる性)が一致しない性別違和を有する人や、同性愛者・両

性愛者・無性愛者などの性的マイノリティの人たちは、男性か女性しかいないという考

え方や誰もが恋愛するという考え方など、性にまつわる様々な社会規範や前提が存在す

る中で、苦しさや生きづらさを抱えたり、周囲の理解不足から、偏見の目を向けられた

り、差別的な扱いを受けることがあります。 

また、現時点において我が国では、戸籍の性を同じくする者同士の結婚に法律上の保

護が与えられていませんが、自治体においては、一方または双方が性的マイノリティで

あるカップルが、お互いを人生のパートナーとすることを自治体に宣誓する「パートナ

ーシップ宣誓制度」を導入する動きが広がっています。道内でも札幌市をはじめ 40 を

超える市町村が制度を導入しています。 
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【これまでの取組】 
 
国連は、平成２０年（２００８年）、性的指向や性自認に基づいた人権侵害の根絶を

世界に呼びかける声明を出し、平成２３年（２０１１年）には、人権の普遍性を確認し、

性的指向や性自認を理由とした暴力行為や差別に重大な懸念を示す決議を国連人権理

事会で採択しました。 

また、世界保健機関(ＷＨＯ)は令和元年（２０１９年）、国際疾病分類を改訂し、「性

同一性障害」を精神疾患の分類から除外しました。 

国においては、平成１６年（２００４年）７月に「性同一性障害者の性別の取扱いの

特例に関する法律」が施行され、一定の条件を満たした場合には、家庭裁判所での審判

により、戸籍上の性の変更が可能となり、平成２０年（２００８年）、令和４年（２０

２２年）には条件緩和等の法改正が行われました。 

平成２８年（２０１６年）には、職場での性的マイノリティの人たちへの差別的な言

動がセクハラに当たることについて、男女雇用機会均等法に基づく事業者向けの「事業

主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ

いての指針」に明記されました。 

学校においても、平成２７年（２０１５年）の国の通知「性同一性障害に係る児童生

徒に対するきめ細かな対応の実施等について」により、児童生徒に対する性的指向や性

自認に関しての相談体制などの充実が求められています。 

また、令和５年（２０２３年）６月には、「ＬＧＢＴ理解増進法」が施行され、性的

指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に係る施策

の推進に関し、国、地方公共団体及び事業主等の役割が明記されました。 

 

道においても、平成１６年（２００４年）に公文書における性別記載の見直し基準を

策定し、性別記載に合理的理由がない公文書については、原則として、性別の記載を廃

止したほか、令和２年（２０２０年）３月に実施の道立高校の入学者選抜から、入学願

書における性別欄を廃止するなどの取組を行っているとともに、道営住宅における同性

カップルの入居要件の見直しを行い、令和７年（２０２５年）８月以降、全ての道営住

宅において、同性カップルの入居申込みを可能としたところです。 

また、性の多様性について、より多くの方々に理解を深めていただくため、啓発動画

の配信や「にじいろガイドブック」などの啓発冊子の配布を行っているほか、性的マイ

ノリティ当事者等を講師とした理解促進セミナーの開催など、性の多様性に関する正し

い理解と適切な配慮の輪が全道に広がっていくよう取組を進めています。 

 

【課題】 
 
性的マイノリティの人たちは、学校や職場における性的指向や性自認に関連した嫌が

らせ（ＳＯＧＩハラスメント（ＳＯＧＩハラ））や、自らの性的指向や性自認を明らか

にすることにより受けることが予想される嘲笑や侮蔑、本人の了解なく第三者に暴露さ

れる行為（アウティング）といった周囲の無理解による悩み、不安など、様々な苦痛や

困難を抱えています。 
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しかしながら、令和７年（２０２５年）に道が実施した「道民意識調査」において、

人権や差別問題について関心があることとして複数回答で尋ねた結果、「性的マイノリ

ティ」と回答した方は１９．２％と約５人に１人に留まっています。 

また、性の多様性や性的マイノリティの人たちの人権問題を学ぶ（知る）機会の有無

について複数回答で尋ねた結果、６割以上（６５．７％）が「テレビなどのメディアや

インターネットのニュースなどで知った」と回答しており、多くの人が身近なメディア

等を通じて、学ぶ（知る）機会があったことがうかがえる一方で、２割以上（２４．０％）

が「学ぶ（知る）機会がなかった」と回答しています。 

性のあり方は多様であり個人の尊厳に関わる大切な問題であることから、性的指向や

性自認を理由とした偏見や差別を受けることなく、誰もが自分らしく生きることができ

る社会の実現に向け、家庭や学校、地域社会、企業などあらゆる場を通じて、性の多様

性について多くの人が認識し、理解を深めるためのさらなる啓発が必要です。 

また、思春期においては性的マイノリティに関する正しい知識を得られる機会が少な

いため、自己の性自認や性的指向に悩んだり、家族や友人、教師などの何気ない言葉や

態度により心身への負担が過大となることがあります。 

このため、児童生徒や教職員の性的マイノリティに対する理解を深めるとともに、児

童生徒等が相談しやすい環境を整えることやその心情等に配慮した対応が必要です。 

 

【施策の展開方向】 
 
(1) 性の多様性に関する理解の促進 
 
・地域社会や職場において、性的マイノリティや性の多様性に対する正しい理解と認識

が深まり、全ての人たちが性の多様性を尊重し合うことができるよう、様々な手法を

活用した人権教育・啓発に努めるとともに、企業や支援団体等と連携し、当事者が暮

らしやすい環境づくりに向けた取組を促進します。 

 

(2) 教育現場における取組の推進 
 
・性的マイノリティについて教職員が正しく理解し、配慮が必要な児童生徒に対し適切

に対応・支援できるよう、研修の充実や教職員向け研修資料の作成・配布などを行い

ます。 

・児童生徒が多様な他者を認め合い、固定的な考え方や偏見にとらわれない態度や他者

を思いやる気持ちを育てる人権教育を推進するとともに、当該児童生徒が安心して学

校生活を送るために必要な支援や相談体制の充実を図ります。 

・各学校における男女混合名簿（五十音順）の導入の推進などを通して、男女平等参画

の推進や、教育の場における個人の性的指向や性自認の多様性への適切な配慮に取り

組みます。 
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(3) 情報提供等の充実 
 
・当事者の悩みに適切に対応できるよう、市町村や様々な支援団体等と連携し、ホーム

ページ等により相談窓口等の情報をわかりやすく発信するほか、市町村に対し、道内

外の自治体の性的マイノリティに関する施策等について情報提供を行います。 

 

 

12 様々な人権課題                       
  

これらのほかにも、様々な人権課題について、あらゆる機会を通じて人権教育・啓発

の推進を図ります。  
  

(1) 同和問題 
 
同和問題は日本社会の歴史的過程で形作られた身分階層構造による問題であり、日本

国憲法の基本的人権に関わる問題です。 

同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題とされ、生活環境の格差は大きく改善

され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も推進される一方、情報化の進展等に伴

い、インターネット上の誹謗中傷の書き込みなど、同和問題の解決を妨げる悪質な事例

も発生しています。 

本道においては、同和問題に対する認識は浅い現状にありますが、我が国固有の人権

問題として、正しい理解の普及啓発に努めます。 

 

(2) 北朝鮮による拉致問題 
 
１９７０年頃から８０年頃にかけて、多くの日本人が不自然な形で姿を消しました。

これらの事件の多くには、北朝鮮による拉致の疑いが持たれています。政府はこれまで

に、１７名を拉致被害者として認定しており、この中には北海道関係者も含まれます。 

北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権や国民の生命と安全に対する重大な侵害であ

り、一日も早い救出に向けて、道民一人一人の声を結集し、政府の取組を後押ししてい

く必要があります。 

このため、一人でも多くの道民の皆様に、拉致問題について関心を持っていただくよ

う、市町村や関係団体と連携の下、各種啓発に努めるとともに、国に対し、早期解決に

向けた働きかけを行います。 

 

(3) 災害に伴う人権問題 
 
平成２３年（２０１１年）３月に発生した東日本大震災や平成３０年(２０１８年)９

月の北海道胆振東部地震、更には令和６年(２０２４年)１月の能登半島地震など、近年、

大規模地震や台風、局地的な集中豪雨に伴う風水害、土砂災害等が相次いで発生してお

り、女性や乳幼児、高齢者、障がいのある人、外国人等の要支援者への配慮が課題にな

っています。 
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また、東日本大震災の津波に伴い発生した福島第一原子力発電所事故では、避難を余

儀なくされた人々が、いわれのない偏見や根拠のない風評に基づく差別的な扱いや嫌が

らせを受けるなどの深刻な人権問題が発生しました。 

道においては、平成２１年（２００９年）４月に施行した「北海道防災対策基本条例」

や令和７年（２０２５年）１月に修正した「北海道地域防災計画」に基づき、災害時に

迅速かつ適切な避難行動が取れるようにするとともに、避難後の体調管理を継続的に行

えるよう、地域における要配慮者を支援する体制の確立に努めます。 

また、多くの人が安心して過ごすことができる環境を維持するため、被災時における

高齢者、障がいのある人、妊産婦、乳幼児、病弱者、外国人、女性、こども、性的マイ

ノリティの人たちなど多様なニーズに十分配慮した取組が行われるよう努めます。 

 

(4) ホームレス 
 
国の調査によると、路上や駅舎等で生活している人は全国、北海道ともに減少傾向が

見られる一方で、定まった住居を喪失し、簡易宿泊所や終夜営業の店舗などで寝泊まり

するといった不安定な居住環境にあるなど、調査の対象とはならない人々の存在も確認

されています。 

道においては、平成１４年（２００２年）８月に施行された「ホームレスの自立の支

援等に関する特別措置法」を踏まえ、平成１７年（２００５年）３月に「北海道ホーム

レス自立支援等実施計画」を策定し、現在は令和６年（２０２４年）３月に策定した第

５次計画に基づき、不安定な居住環境にある人たちが、このような生活から脱却し、ま

た、このような生活に至らないよう、地域社会の中で自立した生活を営めるように支援

するとともに、国や市町村、ホームレスの自立支援等を行っている民間団体等と連携、

協働しながら、道民の理解と協力を得て、ホームレスの自立支援等に関する施策及びホ

ームレスを生み出さない地域社会づくりに努めます。 

 

(5) 知る権利とプライバシーの保護 
 
国や地方公共団体の活動について、正確な情報を得たいという「知る権利」とともに

その際の個人情報の保護が主張されている一方、情報産業の発達により個人情報が自分

の知らない間に集められ、利用されるといった問題など「プライバシーの保護」に関わ

る問題があります。 

国は、平成１７年（２００５年）４月に「行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律（個人情報保護法）」を施行し、個人情報の取扱いに関する基本的事項等を定め

ることにより、個人の権利利益の保護に努めています。 

道においても、平成６年（１９９４年）１０月に施行した「北海道個人情報保護条例」

や、平成１０年（１９９８年）４月に施行した「北海道情報公開条例」により、個人情

報の管理等プライバシー保護のため適切な管理に努めるほか、道民一人一人がモラルを

守るよう、意識啓発に努めます。 
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(6) 良好で快適な環境の恵みの享受 
 
人類の存続基盤として欠くことのできない環境は、自然の生態系の微妙な均衡の下に

成り立つものであり、これまでのような大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活

動を続けていくことは、私たちを取り巻く地域の環境のみならず地球全体の環境をも脅

かすものであることが広く理解されてきました。 

このような理解の下に平成８年（１９９６年）１０月に施行した「北海道環境基本条

例」では、「私たちは、健康で文化的な生活を営むため、良好で快適な環境の恵みを享

受する権利を有する」とし、このことを条例の理念を実現するための基本認識として位

置づけており、この基本認識を踏まえ、環境重視型社会の構築に向けて、環境施策の総

合的な推進に努めます。  

 

この他にも、社会経済情勢の変化に伴い新しく現れたり、顕在化するなど様々な人権

に関わる問題があります。 

そうした問題についても、この基本方針の示す考え方に沿って、随時それぞれの状況

に応じた解決のための施策を検討していきます。  
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第３章 人権施策の総合的・効果的な推進             
 
１ あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進            

 

人権意識を高めるためには、道民一人一人が人権について正しい理解と認識を深める

よう啓発を行うとともに、それが単なる知識にとどまることなく、人権への配慮が態度

や日常生活での行動に現れるように、家庭や学校、地域社会、企業などあらゆる場を通

じて、こどもから大人まで各段階に応じ、体系的・長期的な視点に立った、より実践的

な人権教育・啓発を推進することが必要です。 

 

(1) 家庭 
 
【現状と課題】 
 
家庭はあらゆる教育の出発点であり、大人もこどもも家族とのふれあいを通じて他者

への思いやりや善悪の判断、生活習慣やマナーを身に付けるなど、人格形成の基盤とし

て、また、様々な人権問題を学ぶ場として、重要な役割を担っています。 

しかし、核家族化や少子化を背景として、包容力や教育力といった家庭の養育機能の

低下が指摘されています。顕著な事例として、保護者等による過保護や過干渉、養育怠

慢・養育放棄や虐待、また、配偶者等によるＤＶ、さらには、要介護者を抱える家族の

介護における心身の負担が増大していることによる高齢者への虐待や介護放棄等、個別

では対応が困難な問題をはじめとした様々な問題があり、家庭としての機能を十分に果

たせない要因となっています。 

また、地域とのつながりが希薄化していることなどを背景に、子育ての悩みや不安を

抱えたまま保護者が孤立してしまうなど家庭教育が困難な現状も指摘されています。 

道ではこれまで、子育てや家庭教育に悩む親への相談・情報提供等の支援や、在宅介

護を行う家族への支援やＤＶに悩む女性への支援などを行ってきましたが、家庭は私的

な場でもあり、問題も潜在化しやすい傾向にあることから、学校、地域社会、民間団体

等の関連機関相互の連携を深め、家庭の教育力や養育機能の向上を図るためのサポート

体制を確立していく必要があります。 

 

【施策の方向性】 
 
人権教育について、親子が共に学習できる機会の確保や、こどもや要介護者を安心し

て託せる体制づくりなど、家庭の構成員が人権教育を容易に受けることができるような

環境づくりに努めます。 

また、子育てや家事、介護等について、固定的な役割分担にとらわれることなく、男

女が共に協力して当たるような意識づくりに努めます。 

さらに、ひとり親世帯が抱える子育てや就業、生活等についての悩みに寄り添い、専

門的な立場からの助言ができるよう相談体制の充実などに努めます。 
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(2) 学校 
 
【現状と課題】 
 
学校教育においては、教育活動全体を通じて、人権尊重の精神を育むとともに意識を

高めるための教育が行われています。しかし、知的理解にとどまり、人権感覚が十分身

に付いていない、教職員に人権尊重の理念について十分な認識が必ずしもいきわたって

いない、また、いじめや体罰、セクハラや障がいのある児童生徒への差別や偏見に対す

る教育、指導等の取組が十分な効果をあげるまでには至っていないなどの意見がありま

す。 

また、情報化の進展に伴い、児童生徒がインターネットによる人権侵害などのトラブ

ル等に巻き込まれる可能性が高くなっています。 

さらに、少子高齢化や地域社会のつながりの希薄化が進む中、学校が抱える課題は複

雑化・困難化しており、学校と地域が目標やビジョンを共有し、一体となってこどもた

ちを育んでいくため、学校と地域の連携・協働による取組も求められています。 

令和７年（２０２５年）に道が実施した「道民意識調査」において、人権が尊重され

る社会を実現するために、行政の政策としてどのような取組が必要だと思うかについて

複数回答で尋ねたところ、「学校における人権に関する教育の充実」と回答した方が４

５．９％と最も高い結果となっています。 

 

【施策の方向性】 
 
人権教育を単なる知識の伝達にとどめずに、命の大切さや他人の痛みが理解できる心、

違いを認め合いお互いの人格を尊重する心、正義や公正さを重んじる心など、豊かな人

間性を培うことができるよう、「主体的・対話的で深い学び」の実現の観点から「考え、

議論する道徳」の充実を図るほか、ボランティア活動や自然体験活動、高齢者や障がい

のある人、外国人との交流など、幼少期の段階からの様々な体験学習の機会の充実に努

めます。 

また、学校と地域が一体となってこどもたちの成長を支えるため、コミュニティスク

ールの導入や地域の特色を生かしたこどもの活動拠点づくりの推進を図ります。 

いじめはどの学校・児童生徒にも起こり得るという認識に立ち、些細な兆候も積極的

に認知し、教育相談等を実施するとともに、教職員相互が積極的に児童生徒の情報の集

約と共有化を図る学校体制の充実などにより、いじめの未然防止と早期発見・早期対応

に取り組むほか、インターネット上のトラブルに巻き込まれることがないよう、児童生

徒の情報モラルの向上に努めます。 

人権教育の推進に当たっては、人権教育の担い手となる教職員の役割と自覚が重要と

なることから、教職員に対し、人権に関する正しい理解と認識を深め、資質や指導力の

向上を図る研修の推進や自己研鑽への支援などに努めます。 
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(3) 地域社会 
 
【現状と課題】 
 
他者への思いやりや豊かな情操、善悪の判断など、倫理観や人格の多くは身近な存在

である保護者とともに、地域で日常出会う人々とのふれあいなどを通じて年少時に形成

されることから、地域社会のあり方は人権意識を育む上で重要な意味を持っています。 

人権教育の原点が家庭、学校とともに地域社会にあることを改めて認識し、家庭と学

校、地域社会が連携して、コミュニティ活動の強化を図るとともに人権学習の場を提供

し、こどもたちをはじめ地域で暮らす人たちへの学習機会の充実を図っていく必要があ

ります。 

道ではこれまで、人権に関する講演会やパネルディスカッションの開催のほかマスメ

ディアを活用した啓発、啓発資料の配布などの取組を行ってきましたが、引き続き、関

心を持たない層への働きかけや、道民が人権に対する正しい理解を深め、自らの課題と

して日常生活で生かしていけるよう、効果的な学習機会の提供が必要です。 

 

【施策の方向性】 
 
道民が人権に対する正しい理解を深め、人権に関心を持ったり、自らの課題として日

常生活で生かしていけるようにするためには、地域全体に人権学習の場を提供する指導

者の育成が欠かせません。 

このため、庁内関係部局をはじめ人権と関連の深い活動を行うＮＰＯなど民間団体と

の協力・連携を図りながら、人権教育指導者の人権に関する理解を深めるとともに、人

権教育への意欲を高め、指導技術の向上を図るよう努めます。 

また、道民から幅広く理解と共感が得られるよう地域活動のあらゆる場を活用し、生

涯学習の観点から各世代に応じた人権教育・啓発の取組を促進します。 

 

(4) 企業等 
 
【現状と課題】 
 
不公正な採用や高齢者、障がいのある人の雇用、セクハラ、パワーハラスメント（パ

ワハラ）、カスタマーハラスメント（カスハラ）、性的指向や性自認に基づくからかい

などのＳＯＧＩハラなど、企業活動や労働者に関する人権問題が重要な課題となってお

り、人権問題への対応は、企業等の価値にも大きく関わります。 

令和７年（２０２５年）に道が実施した「道民意識調査」において、過去５年間で家

族や自分の人権が侵害されたと感じたことについて複数回答で尋ねた結果、「職場にお

ける待遇や上司・同僚などの態度や発言」と回答した方は２９．５％であり、最も高い

結果となりました。 

国においては、令和２年（２０２０年）６月に改正「労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）」を施

行し、パワハラへの防止のために雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付
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けるとともに、事業主に相談したことなどを理由とする不利益な取扱いを禁止しました。 

また、同月の改正「男女雇用機会均等法」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（育児介護休業法）」の施行により、セクハラやマ

タニティハラスメント（マタハラ）について事業主に相談したことなどを理由とする不

利益な取扱いを禁止するなど、対策を強化しています。 

また、令和７年（２０２５年）６月の改正「労働施策総合推進法」により、カスハラ

もパワハラ同様、雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けされることと

なり、施行後は他ハラスメント同様、対応が必要となります。 

企業等も社会を構成する一員であることから、その社会的責任に照らし、人権尊重の

確保のための努力とともに、そこで働く人自身も社会の一員として差別や偏見のない職

場環境づくりに努めていくことが望まれます。 

道においては、顧客等が従業者等に威圧的な言動や理不尽な要求を突きつけるカスハ

ラの社会問題化を受け、令和７年（２０２５年）４月に「北海道カスタマーハラスメン

ト防止条例」を施行し、カスハラ防止対策の取組を進めています。 

本条例における顧客等については、個人だけでなく、企業間取引などの発注者も含ん

でおり、事業者には、自ら使用する従業者等に対するカスハラについても、主体的に防

止するための取組を講じる必要があるとしています。 

また、企業等の採用時における就職の機会均等が図られるよう、女性や障がいのある

人等に対する道民の理解や認識を深めるための啓発や、就業を促進するための職業能力

開発、ハラスメント防止のための啓発のほか「ハラスメント・労働相談コール」による

相談対応などの取組を行っています。 

一方、企業等においても取組に違いはあるものの、それぞれの実情等に応じて、人権

教育・啓発が進められていますが、障がいのある人の法定雇用率の達成や高齢者の継続

雇用の問題、男女の採用や業務内容、賃金や昇進等の格差是正など多くの課題が存在し

ています。 

 

【施策の方向性】 
 
企業等は人権教育・啓発の実施主体として、重要な一翼を担うと期待されることから、

道としても、人権に関連する講習会等の周知や各種啓発資料等の配布など、自主的、計

画的な人権教育・啓発が行われるよう支援に努めます。 

また、事業主として取り組むべき措置等についての周知やハラスメントに関する理解

を促進するための啓発等により、労働環境の向上に向けた取組が図られるよう努めます。 

 

(5) 特定職業従事者に対する取組 
 
人権が尊重される地域社会を実現する上で、行政職員や教職員、警察職員、消防職員、

医療・保健・福祉関係者等、人権に関わりの深い職業に従事している人（特定職業従事

者）は、常に高い人権意識を持って職務に従事することが求められることから、これら

の職業に従事する人に対する人権教育・啓発の充実に努めます。 
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① 行政職員 
 
公務員は全体の奉仕者としての自覚を持ち、憲法の基本理念である基本的人権を尊重

し、擁護する責務を有しています。 

道の行政に携わる職員はこの責務を自覚し、一人一人が人権について正しい理解と認

識を深め、それぞれの職務において人権尊重の視点に立ち、誠実かつ公平に職務を遂行

することが求められます。 

特に、人権に関わりの深い業務に携わる部署では、人権に配慮した適正な業務執行が

なされるよう職場研修や専門研修等が実施されていますが、人権の重要性とその理念の

普遍性に鑑み、新規採用職員研修をはじめ管理職研修等、すべての階層の研修や、あら

ゆる場を活用した人権教育・啓発に努めます。 

また、セクハラの防止や従来の固定的な性別の役割意識の解消なども含め、人権が尊

重される明るい職場づくりを進めるとともに、各職場における自主的な研修の促進など、

職員の資質の向上に努めるほか、外部講師の参加や、実施結果の定期的な評価など、研

修の効果を高めるための工夫をします。 

市町村の職員についても、道職員と同様にそれぞれの職務において人権の視点に立ち、

誠実かつ公平に職務を遂行することが求められます。 

このため、市町村が職員を対象に実施する人権研修に必要な啓発資料や情報の提供等

の支援を行い、職員の人権意識の高揚に努めます。 

 

② 教職員・社会教育関係職員 
 
教職員・社会教育関係職員は、こどもの人格形成や人権意識を高める上で、極めて重

要な役割を担っており、教職員等一人一人が人権に対する正しい認識と意識を持つとと

もに、児童生徒に対する指導力を向上させることが必要です。 

このため、教職員等に対し、人権に関する正しい理解と認識を深め、資質や指導力の

向上を図る研修の推進や自己研鑽への支援などに努めます。 

 

③ 警察職員 
 
警察職員は、個人の生命、身体や財産を保護し、公共の安全と秩序を維持する業務に

従事していることから、職務執行に当たっては、人権に対する正しい理解と配慮が求め

られます。 

このため、警察学校や職場において、警察職員に対し、基本的な人権についての教育・

研修を実施し、職務倫理教養の向上を図るとともに、犯罪被害者等の人権に配慮した警

察活動の推進に努めます。 

 

④ 消防職員 
 
消防職員は、住民の生命・身体の安全を守り，財産を保全する役割を担っていること

から、常に人権尊重の視点に立って業務を遂行することが求められます。 

このため、消防学校における初任教育において、消防職員の人権意識の向上を図ると
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ともに、各職場において人権教育が継続して実施されるよう、市町村等への要請・支援

に努めます。 

 

⑤ 医療・保健・福祉関係者 
 
医療・保健・福祉関係者は、虐待やＤＶなど暴力の被害者や貧困等による生活困窮者

からの生活相談や身体介護を通じて、社会的に弱い立場におかれている人々と直接接す

る立場にあり、患者への対応、患者のプライバシーの保護、患者等に対する医療情報の

適切な開示など、人権に対する深い理解と配慮が求められます。 

このため、道の医療関係職員に対し、新任職員研修等の研修を実施し、人権教育の充

実を図ります。また、医療や福祉関係の団体や各種学校に対しては、啓発資料の配布や

講演会開催などの情報の提供を行うとともに、人権教育や研修への積極的な取組を要請

し、関係者の人権意識の高揚を図ります。 

 

⑥ マスメディア 
 
新聞やテレビ、ラジオ等のマスメディアは、情報社会の今日において、道民の意識の

形成や価値判断に大きな影響力を持っており、人権教育・啓発に果たす役割が期待され

ています。 

このため、マスメディア関係者においては、人権に配慮した取材活動や人権尊重の視

点に立った紙面・番組制作、人権教育のための自主的な取組が行われることを期待しま

す。 

 

 

２ 効果的な人権教育・啓発の推進                          
 

人権学習の主体は道民であるとの認識の下、道民一人一人が人権の重要性を知識とし

て身に付け、人権への配慮が日常の態度や行動に現れるよう、創意工夫を凝らした啓発

活動に努めます。 

 

(1) 効果的な啓発手法 
 
道民一人一人が、人権問題と自らの関わりについて学び、その重要性や解決策などに

気づき、すべての人の人権を尊重した行動へとつながるような人権啓発は、受け手の感

性に働きかけることが重要です。 

また、今日においては、自らの人権が侵害される事態は誰にでも起こり得るとの認識

に立ち、自らの人権を守るための対応を身に付けていく必要があります。 

そのための人権教育・啓発の推進に当たっては、対象となる年齢層に沿った、誰もが

興味を覚えるようなテーマや教材を活用するとともに、グループ学習やワークショップ

など参加・体験型の学習手法により、知識にとどまらない実践的なものとなるよう、民

間や他県における啓発手法等に関する情報を収集し、好事例の活用等に努めます。 

また、ＩＣＴを活用したオンラインによる講演会の開催など、より参加しやすい啓発
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活動の実施に努めます。 

 

(2) 人材の育成と活用 
 
道民が日常生活の中で人権に配慮した行動をとるためには、身近なところで人権問題

に関わる知識や経験を持つ人材とのふれあいや交流を通じて人権意識を育んでいく必

要があり、人権教育啓発に携わる指導者の養成が重要となります。 

このため、人権擁護委員や、人権関連の講演会や研修会を開催する市町村等と連携し

て、学校や地域社会、企業などにおける人権教育・啓発の担い手を育成するとともに、

その活用と資質の向上を図ります。 

 

(3) 情報提供の充実強化 
 
道民の人権意識を高めるためには、各種メディアを効果的に活用することが重要です。

道では、これまでも各分野における人権課題についてわかりやすく説明した啓発資料の

作成・配布等を行っていますが、今後とも、ホームページやＳＮＳ等インターネットの

活用や道の人権配慮企業登録・紹介制度に賛同いただいている民間企業等との連携によ

る積極的な情報発信に取り組むなど、啓発対象となる年齢層等を踏まえ、啓発媒体の特

性を生かし、受け手の意識や感性に訴える啓発に努めます。 

また、人権尊重社会の実現にマスメディアの果たす役割は非常に大きく、映像、音声、

文字を始めとする多種多様な媒体があることから、人権教育・啓発に当たってはこれら

マスメディアの積極的な活用を図ります。 

 

(4) 相談・支援体制の充実 
 
道では、ＤＶ、児童虐待、高齢者や障がいのある人の権利擁護に関する相談をはじめ、

外国人の生活相談、健康相談や犯罪被害に関わる相談など多様なニーズに対応した相談

窓口を設置しており、市町村や団体においてもそれぞれ相談窓口を設けて対応していま

すが、複合的な人権の問題などをはじめ様々な人権問題の発生や、道民の人権意識の高

まりから、今後、これらの相談窓口の役割はますます重要になってくるものと予想され

ます。 

このため、人権問題全般に係る相談対応を行う法務局やインターネット上の誹謗中傷

等の違法・有害情報に関し、相談を受け付けている違法・有害情報相談センターなど民

間の相談窓口の情報提供等活動内容の周知に努めるほか、相談機関相互のネットワーク

の構築など連携の強化により、相談窓口の活用と関係職員や相談員の資質の向上に努め

ます。 

また、ＳＮＳを活用した相談対応の実施や相談窓口の周知などにより、より相談しや

すい環境づくりや効果的な支援体制の充実に努めます。 

さらに、道民の人権問題に関する意識の普及高揚を図るため、このような相談機能に

加えて、様々な人権問題に関する効果的な情報収集・提供、啓発のあり方について検討

を進めます。 
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３ 推進体制の整備                                
 

人権教育・啓発の効果的な推進や、人権に係る様々な重要課題に的確に対応するため、

この基本方針に沿って、道政のあらゆる分野で組織横断的な連携を図り、人権施策を積

極的に推進します。 

 

(1) 道の推進体制 
 
道政のあらゆる分野で、人権尊重の視点に立った施策の推進と道民の人権意識の醸

成・高揚を図るため、知事を本部長とする「北海道人権施策推進本部」を設置して、庁

内の関係機関が密接な連携を図り、総合的かつ効果的な人権施策の推進に努めます。 

 

(2) 国、市町村、民間団体等との連携 
 
人権教育・啓発を効果的に推進するためには、社会全体の取組が必要であることから、

国、市町村、民間団体等とそれぞれの役割に応じて協力し合い、連携しながら、道民が

参加しやすい環境づくりなど人権に配慮した取組を積極的に展開します。 

特に人権問題の解決を目指す多くの企業やＮＰＯ等との情報交換などを行い、意見を

取組に反映するなど連携しながら、人権啓発活動の効果的な推進を図ります。 

 

(3) 基本方針・施策の点検と見直し 
 
人権施策について定期的に点検を行い取組状況を把握するとともに、この基本方針に

ついては、道民の意見を聞きながら、人権を取り巻く社会経済情勢の変化や、国連や国

の動向等を踏まえ、５年を目安に必要な見直しを行います。 


